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令和２年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号）
令和２年３月１１日（水曜日）
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７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君
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１３番 吉 田 敏 男 君
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足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君
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国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君
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消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 行政報告（町長）＜Ｐ３～Ｐ６ ＞

日程第 ２ 一般質問＜Ｐ６～Ｐ５２＞
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午前１０時００分 開議

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） ３

月６日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告します。

本日３月１１日は、初めに町長から追加の

行政報告を受けます。

次に、一般質問を行います。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 行政報告

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 行政報告

を行います。

町長から行政報告の申し出がありましたの

で、これを許します。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、追加で２件の行政報告を申

し上げます。

新型コロナウイルス感染症に対する対策状

況についてでございます。

３月３日に新型コロナウイルス感染症に対

する対策状況について御報告をさせていただ

いたところですが、その後の対策状況等につ

いて御報告いたします。

まず、足寄町新型コロナウイルス感染症対

策本部につきましては、２月２５日に対策本

部設置後、３月２日、１０日に会議を開催

し、庁内の情報共有を行うとともに対応策の

確認を行っているところであります。３月３

日以降の具体的な対応といたしましては、広

報あしょろ３月号での感染防止啓発、足寄町

ホームページ掲載情報の随時更新、防災行政

無線での情報提供等となっております。

特に足寄町ホームページにおいては、学校

や保育所等の情報を提供しているほか、中小

企業の方への情報提供、町内飲食店のテイク

アウト等の取り組みの紹介、家庭でできるマ

スクのつくり方や消毒液のつくり方なども掲

載し、感染防止対策に向けた情報提供を行っ

ております。

そのほか、３月２日に町内の栄養士連絡会

議を開催し、各施設等の給食部門における対

応についての情報共有を行ったほか、３月９

日には町内医療機関との意見交換を行い、新

型コロナウイルス感染症蔓延時の対応・体制

等について情報交換を行っています。

次に学校における感染予防の対策ですが、

小中学校については、北海道教育委員会教育

長からの要請に基づき、２月２７日から３月

４日まで臨時休業といたしましたが、２月２

８日に内閣総理大臣より春休みまでの全国一

斉の臨時休業の要請があったことから、要請

に基づき３月２４日まで臨時休業することを

決定しました。この期間中に卒業式を予定し

ていますが、内容の簡素化、消毒の徹底、時

間短縮など、新型コロナウイルス感染症対策

に万全を期して実施する予定です。

また、休業期間の長期化に伴い、児童生徒

の健康状態や学習状況の把握等を行うため、

３月９日より週１回１時間程度の分散登校を

実施しております。

保育所につきましては、感染予防に重点を

置き、３月４日まで家庭での対応が可能な場

合は休所していただくことで保護者の御理

解、御協力をお願いした結果、全体数の５分

の１の登園となりました。３月５日以降につ

きましては、厚生労働省から原則開所の要請

もあり、感染予防に留意した上で引き続き児

童の受け入れをしておりますが、３月２４日
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までは家庭での保育について可能な場合、御

協力いただくようお願いをしているところで

あります。

小中学校と同様に、この期間中に卒園式等

を予定していますが、内容の簡素化、消毒の

徹底、時間短縮など、新型コロナウイルス感

染症対策に十分留意をして実施する予定で

す。

また、学童保育所につきましても、厚生労

働省から原則開所の要請があったことから、

３月５日から共働き家庭などで留守番をする

ことが困難と考えられる小学校低学年の児童

の受け入れをしております。なお、児童館、

つどいの広場等については、感染予防のため

に小学校の臨時休業期間は休業することとし

ております。

次に、社会教育・体育施設の対応につきま

しては、先行して臨時休館としていた図書館

児童館分館及び動物化石博物館に加え、３月

５日から２４日までの期間、生涯学習館体育

館、それから総合体育館、温水プールを臨時

休館とし、町民センターについてはカラオケ

マシン、図書館では閲覧席、学習机、視聴覚

スペースの利用制限を実施しております。な

お、各団体等の事業開催等が自粛されること

により、公共施設の利用取り消しが発生して

おりますが、納付済みの使用料については返

還することとしております。

また、行政執行方針等で述べさせていただ

いた本年６月３日から１２日までの日程で計

画しております、足寄町とウェタスキウィン

市と姉妹提携３０周年を記念した代表団等派

遣事業につきましても、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況を鑑み、中止も視野に入れ

た検討をしております。

今後におきましても、国や北海道など関係

機関から新型コロナウイルスに関する正確な

情報の収集を行うとともに、関係機関との連

携を密にして、感染拡大防止に向け、町を挙

げて全力で取り組んでまいりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げ、御報告と

いたします。

次に、第２期足寄町まち・ひと・しごと創

生総合戦略の策定について、御報告申し上げ

ます。

本町では、平成２７年９月に策定いたしま

した、足寄町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の最終年度である本年度、第６次足寄町総

合計画とあわせて総合戦略のこの５年間の成

果と課題の検証を行ってまいりました。この

たび、国の第２期まち・ひと・しごと創生総

合戦略が策定され、人口減少対策や東京圏へ

の一極集中などの課題解決に向けた新たな視

点等が示されたことも踏まえ、本町におきま

しても第２期となる総合戦略を別冊のとおり

策定いたしましたので御報告いたします。

本町の総合戦略は、国や北海道の人口ビ

ジョンと総合戦略の骨子等を勘案し、本町に

おける人口の現状と将来の姿を示し、目指す

べき将来の展望を提示する人口ビジョンと、

人口減少や少子高齢化が急速に進む社会情勢

においても、しごとの創生、ひとの創生、ま

ちの創生に一体的に取り組むための施策の基

本的方向、具体的な施策等をまとめた総合戦

略で構成されています。

この５年間、人口減少対策を中心とした課

題解決のための各種取り組みを進めてまいり

ましたが、転出者数の減少などに一定の成果

が見られたものの、人口増などの大きな効果

につながらなかったのが現状です。

全国の自治体が総合戦略を策定し、各種施

策を行ってきましたが、平成２７年から３０

年にかけて、人口は６６万人減少し、合計特

殊出生率も１.４５から１.４２に減少、少子

高齢化の進行とともに東京圏への一極集中の

波はとめられませんでした。

国は総合戦略の実行により、地方の若者の

就業率や仕事の創生に関しては一定の成果が

見られた反面、人口減少や東京圏への転入超

過には歯どめがかかっていないことが大きな

課題とし、第２期総合戦略では、将来にわ

たって活力ある地域社会の実現と東京圏への

一極集中の是正を目指すこととしました。

本町における第２期足寄町まち・ひと・し
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ごと創生総合戦略策定に当たりましては、本

町まちづくりの指針である総合計画との整合

性を図り、目指すべき本町の将来像である安

全と希望、快適なまちづくりを継承するとと

もに、３つの基本目標も継続していくことと

いたしました。

まず、人口ビジョンについて御説明いたし

ます。

本町のような過疎地域の場合、高齢化率が

高くなっていることから、自然減による人口

減少は避けて通れないため、大幅な人口増は

望めない状況です。そのため、人口減少カー

ブを少しでも緩やかにするために、出生率の

上昇につながる施策と転出者を抑えて転入者

をふやす施策に取り組むことが必要です。出

生率の上昇につながる施策を充実することが

転出減や転入増に結びつくことから、両施策

に優劣をつけずに取り組むこととしておりま

す。

人口の将来展望ですが、国立社会保障・人

口問題研究所、この後社人研と言わさせてい

ただきます、が、平成２７年度国勢調査の結

果をもとに平成３０年度に推計した数値で

は、今から４０年後となる２０６０年度の本

町の人口は２,５０２人、高齢化率は４３.５

％まで上昇すると推計されています。しか

し、本総合戦略等による各種施策が着実に反

映され、合計特殊出生率が目標値まで改善さ

れれば、２０６０年度の人口は３,５１０人

と推計され、社人研の推計と比較して約１,

０００人の施策効果が見込まれ、高齢化率も

３５.３％まで低下すると推計しています。

次に総合戦略について申し上げます。

総合戦略では、人口減少を少しでも食いと

めようとする基本的な方向性と具体的な施策

等をまとめています。若い世代を中心とした

安心して働くための産業振興と雇用の場の創

出、若い世代が希望に応じて結婚、出産、子

育て、働き方ができる環境づくり、各地域に

おける定住促進、農山村を初めとした地域に

おける日常生活の機能維持及び地域ネット

ワークの構築の３つの基本目標を継承し、具

体的施策に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

総合戦略で示した具体的な施策は、基本目

標１では、体験型観光ルート開発、観光拠点

整備、農業担い手育成支援、店舗等の改修費

支援、小規模事業者の事業継続支援、ふるさ

と納税特産品の拡充などの事業のさらなる充

実を図ってまいりたいと考えております。

また、基本目標２では、出産祝い金贈呈事

業、保育料完全無償化事業、学校給食費無償

化事業、妊娠支援事業、出産支援事業、病後

児対策型保育事業、足寄高校魅力化事業など

を継続していくとともに、若い男女の出会い

の場と交流の機会の創出にも力を入れ、関係

団体が行う結婚相談事業等との連携も進めた

いと考えております。

基本目標３では、移住施策の充実、町の魅

力を積極的にＰＲ、交通ネットワークの充実

等を継続していくとともに、高齢者の社会参

加・生きがいづくりにも関係機関と連携し、

積極的に取り組みます。また、「人」「モ

ノ」の地域間交流を広げ、関係人口を創出す

るための広域的な連携も進めます。

それぞれの取り組みを実施することにより

得られる成果の期待値を重要業績評価指標と

して設定することにより、目標の明確化と共

有化が可能となり、成果を重視した取り組み

を進めることができるものと考えておりま

す。

戦略を策定し、関係団体等と連携して具体

的な取り組みを進め、取り組み成果である重

要業績評価指標等を用いて効果を検証し、必

要に応じて施策の見直しや中止、取り組みの

重点化、新たな方向への転換等を行うなど、

柔軟かつ迅速な対応を行い、本町における地

方創生の着実な前進を実現させたいと考えて

おります。

今後は第２期総合戦略の概要を広く住民に

お知らせして情報共有を進めるとともに、産

業界、教育、行政、金融、労働団体やメディ

ア、産学官金労言の方々により構成する足寄

町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証部会
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を毎年度開催し、施策の進捗状況を御説明さ

せていただき、寄せられました御意見を参考

に施策の見直し等についても迅速に対応した

いと考えております。

また、地方創生を着実に推進するために

は、地方財政の充実が不可欠であり、人口減

少対策に幅広く使える地方創生推進交付金と

安定的な財政運営のための地方交付税の十分

な確保につきまして、国を初めとした関係機

関に要望しながら、引き続き議会の皆様とと

もに足寄町の地方創生を着実に進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解と御協力

を賜りますようお願いを申し上げ、御報告と

いたします。

以上、行政報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、行政

報告を終わります。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 一般質問

を行います。

順番に発言を許します。

６番熊澤芳潔君。

（６番熊澤芳潔君 登壇）

○６番（熊澤芳潔君） それでは、議長にお

許しをいただきましたので、通告書に従いま

して一般質問をさせていただきます。

最初でございますけれども、このたびの新

型肺炎に感染された方々に、また亡くなられ

た方々へお悔やみを申し上げますとともに、

感染されている皆様へ心からお見舞いを申し

上げます。

それでは、一般質問に入らせていただきま

す。

質問事項でございますけれども、新型コロ

ナウイルスについて。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政

府は感染対策の基本方針を発表しました。全

小中高校が休みとなったことから、休職する

保護者の所得補償対策として新助成金を創設

し、企業には雇用調整助成金の特例を実施す

る方向です。

北海道においても知事が緊急事態を宣言

し、週末の外出を控えるよう要請、足寄もそ

れぞれ感染拡大防止阻止を呼びかけた。しか

しながら、パンデミック（感染の爆発）、ま

たクラスター（集団）が言われ、感染が世界

的にとまらず混乱が避けられないまま今日ま

で続いていますが、行政としてのこの災害に

よる影響の内容と対応についてお聞きした

い。

１つ、小中学校などに臨時休校の急な要請

があり２月２７日、高校が３月２日から休校

になったが、保護者の混乱はどうか。

２つ目、町内小規模業者、飲食業者による

経済的損失ははかり知れず、先の見えない災

害が続き一時的な支援が必要と思うが、行政

としての対応はどのように考えているのか。

３つ目、今回の災害でアルコール消毒、マ

スク等の品物がなくなるという混乱が発生し

ているが、行政として備蓄の内容はどの程度

か、具体的な数量。また、今後の備蓄の使用

について、どのように考えているかお聞きし

たい。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） それでは答弁、教育

委員会教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 議長の

お許しをいただきましたので、教育委員会か

ら熊澤議員の新型コロナウイルスについての

一般質問について答弁させていただきます。

１点目の小中学校などに臨時休校の急な要

請があり２月２７日、高校３月３日から休校

になったが、保護者の混乱はどうかとの御質

問ですが、２月２６日に北海道知事より、２

月７日から３月４日まで小中学校の臨時休業

の緊急要請があり、２６日に臨時校長会議を

開催し対応について協議しました。

保護者へも取り急ぎ連絡をしましたが、子

供の預け先や中学３年生の受験の対応など、

戸惑ったのではと推察します。ただ、学校や

教育委員会に相談等の連絡は寄せられておら

ず、冷静に対応いただいたのではと思いま

す。
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足寄高校の状況は把握しておりませんが、

足寄町が運営する足寄町学習塾、多目的交流

施設については、感染防止の観点から閉所す

るよう指示しました。

臨時休業期間中は、電話やまちｃｏｍｉ

メール等を活用し、速やかに保護者と連絡を

とれる体制とし、少しでも不安を払拭できる

よう努めてまいりますので、御理解を賜りま

すようお願い申し上げ、熊澤議員の一般質問

に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 次に町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 熊澤議員の新型コロ

ナウイルスについての一般質問にお答えいた

します。

御質問のうち、２点目の町内小規模事業

者、飲食業者による経済的損失ははかり知れ

ない、一時的な支援が必要と思うが、行政と

しての対応についての考えについてですが、

足寄町商工会により、新型コロナウイルスに

よる主な町内事業者への影響等についての調

査が行われ、３月２日に町にその結果報告が

ありました。

町内でも多方面で影響が出ており、業種的

に特に影響を受けているのは飲食業でありま

す。１月２８日に北海道で初の感染者が確認

され、北海道知事が２月２８日に北海道の緊

急事態宣言を発表し、２月２９日、３月１日

の２日間、感染拡大防止のため外出の自粛措

置等を道民にお願いしたことで、通常の来客

が減っただけでなく、３月の宴会等がほぼ全

てキャンセルとなった状況です。

そのほか、宿泊事業者においては宿泊の

キャンセル、また建設業等においては中国で

生産されている資材、物資等も入荷されてい

ない状況から、納期のおくれなどの影響を受

けていると聞いております。

各機関の対応といたしまして、商工会では

料飲店組合の協力を得て、テイクアウトや出

前が可能な２０店舗のチラシを作成し、３月

３日から配布して利用客確保を図っていま

す。

国からは新型コロナウイルス感染症により

影響を受ける事業者に向けた融資制度や雇用

対策など、既存制度の特例措置や新たな制度

により支援をするとのことで、町としても事

業者に有利な制度等の情報提供を行い、商工

会、金融機関と連携し支援してまいりたいと

考えております。

３点目の行政としてのアルコール消毒液、

マスク等の準備内容と今後の使用についてで

すが、令和２年３月９日時点での主な備蓄品

といたしまして、消防、国保病院、特別養護

老人ホーム、保育所等の救急・医療・介護・

福祉施設分を除き、マスクが７,８００枚、

アルコール消毒液が２０リットル、手袋が約

２,７００双となっております。議員仰せの

とおり、アルコール消毒、マスクについては

入手が困難となっておりますが、町といたし

ましても発注はしていますが、納品時期が不

明な状況が続いており、十分な量の確保がで

きていない状況です。

そこで、今後の使用についてですが、アル

コール消毒液につきましては、不特定多数の

方が出入りする役場庁舎や公共施設等に設置

するほか、小中学校の分散登校時に使用する

予定としております。また、マスクにつきま

しても、感染の終息の見通しが立たないこと

から、不測の事態に備えて使用を控えてお

り、職員に対しましても、手洗いの励行と手

づくりのマスクの使用を勧めているところで

す。なお、町内の医療・介護事業所等で衛生

用品の不足が生じる場合につきましては、必

要に応じて備蓄品の中から提供することとし

ており、町内のサービス提供維持に向けて支

援をしてまいります。

町といたしましても、日々目まぐるしく状

況が変化する中、今後も関係機関と連携し正

確な情報の把握に努め、皆様に提供してまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜り

ますようお願いを申し上げ、熊澤議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） １番目に入りたいと
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思います。

このたびの突然の休校になりまして、教育

委員会、学校も大変だったと思いますけれど

も、父母側も仕事の面、それから子供たちの

日常の生活の面、学力の低下が心配されたか

と思いますけれども、原則平日の児童生徒の

外出は禁止、自粛となりまして、児童を預か

る体制、また学童保育所などの柔軟な対応が

求められたかと思いますけれども、そのこと

で何点かお聞きしたいと思います。

臨時休校による児童生徒の学習のおくれが

生じるのが予想されるわけでございますけれ

ども、対策はどのような形になるのか。それ

からまた、カリキュラムの変更が出てくるか

と思いますけれども、３月末までに指導がで

きなかった場合の対策としてはどうなのか、

まずお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 臨時休

業なのですが、基本的な押さえは、臨時休業

については基本的にはまず家庭での対応が基

本であると。ただ今回のように長期休業など

かかわる場合につきましては、やはり健康の

把握はもとより学習内容の提示だとか、ある

いは見取り、必要に応じて家庭訪問等を通し

て、いわゆる家庭と学校の教育というのです

かね、そういうのを連携協力していくと、そ

ういう観点に立って、きのうも校長会議が

あってそういうことを確認しまして、スムー

ズに保護者に、保護者の立場に立った情報発

信だとか、あるいは子供の健康、生活、ある

いは学習についての把握ケアに努めていこう

ということを確認しました。

カリキュラムについては、これはやっぱり

義務教育については一番の大枠は教育の機会

均等、さらには全国一律の学力水準の保持と

いうことが、これは一番の根幹なのですよ

ね。それでその学習指導要領に基づいて各学

校に１年間の学習の計画である教育課程とい

うのが編成されているのですが、１カ月間の

長期休業ということなので、きのうも確認し

たら大体それぞれの教科で１単元くらいやっ

ぱり未履修ですね。それをどうするのかとい

うのは、それはこれからのそれぞれ国の段階

における、市町村も含めて、各義務教育学校

の課題なのですけれども、これはやはり学校

がないわけですから、次年度にスライドして

いくと思うのですよ。そういう準備を今各小

中学校も進めています。きのうも私のほうか

ら指示しました。とりあえずそれぞれの学

年、小中学校で未履修になっているのはどの

部分なのか、それを全体の先生方で共有しよ

うと。そして、わかる化、見える化を図ろう

と。それを次年度の教育課程にきちんと位置

づける。それをそれぞれ学校運営、学校経営

の観点から校長レベル、さらには教頭レベル

できちんと確認しようと。そして必要に応じ

て大事なことについては、保護者にも情報発

信すると、していくと、そういう確認をして

おります。

想定し得なかったことなので、全てのいわ

ゆる体育だとか音楽とか、全ての教科につい

て満遍なく計画どおり対応できるのかといっ

たらそうはいかない部分がありますけれど

も、少なくてもいわゆる基礎を培うような部

分の教科につきましては、その辺は徹底した

いと。学校としても、それを一番の今課題に

して進めているところでありますので、御理

解をよろしくお願いをいたします。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 今教育長のほうから

家庭訪問もやってるよということなのです

が、これは先生方全員でどういう形で訪問さ

れているのか、お聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） とりあえず分散

登校ということで、後ほども詳しく進藤議員

のところで触れると思いますけれども、大体

１時間分散登校ということで考えておりま

す。

足寄中学校については、それぞれ学年ごと

の登校も考えておりますので、１年生につい

ては２４日までに３回、２年生についても同

じく３回、３年生についてはきのう月曜日に
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終わったところでございます。

小学校につきましても、それぞれそういう

形、学年ごとの分散登校をしますけれども、

１０日から１９日にかけて行います。へき地

の学校につきましては、３月９日、１７日、

２４日と統一した中で分散登校をしていただ

くことになっております。

その中で、実際に保護者のほうが分散登校

に来れないとき含めて、欠席をされた児童に

対しての家庭訪問等を予定をしているという

ことでございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

それでは、分散登校等については後ほど質

問したいと思いますけれども、最初に共稼

ぎ、ひとり親や休みがとれない保護者の児童

生徒の受け皿の対応はできているのかどう

か。それから、また現時点で何人ぐらいの相

談、また希望者がいるのか。特別保育所の確

保、それから職員の対応についてどうなのか

ということなのですけれども、先ほど保育園

等は５分の１というようなお話がございまし

たけれども、学童保育所などもありますけれ

ども、そういったことではどのようなことに

なっておるのか。相談等だとか、それから確

保についてお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの熊澤

議員の御質問ですけれども、まずおっしゃっ

た児童館につきましては学校と同じように休

館となっております。

次に学童保育所なのですけれども、共働き

の家庭のお子さんについてなのですが、３月

４日までにつきましては基本閉所となってお

りまして、真にやむを得ないといいますか、

どなたも対応できないような御家庭のお子さ

んをお一人、お二人、通所されたと、お預か

りいたしました。その後につきましては、３

月５日からは国の要請もございまして、小学

校の低学年について受け入れをするというこ

とで開所をしておりまして、今現在昨日は１

４人ぐらいの方が来ていたというふうに受け

ております。

あと、相談等につきましては、特別相談が

あって対象になる場合については学童のほう

に来ていただいているのかなと思いますけれ

ども、まだ今後利用がまだ予防のために通所

控えている方とかもいらっしゃるとは思うの

ですが、まださらに希望される方については

お受けしていく方向でいきたいと思っており

ます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

今ちょっとお話があったと思うのですけれ

ども、休校による学童保育などの運営に係る

負担増は全額国が見るよというようなことに

なったようですので、できれば柔軟対応で多

く受け入れていただければありがたいなとい

うふうに思ってございます。

それから、分散等の関係でございますけれ

ども、先ほど日常面と学力の低下ということ

でお話をしたのですけれども、ひとつお聞き

したいことは、今臨時休校による児童生徒の

学習のおくれが生じることが予想されること

で、今お話がございました。そういうこと

で、またカリキュラムの変更もございまし

た。そういった中で、現在は分散登校もやっ

ているようでございますし、期間中の宿題だ

とか、家庭学習では初の情報機器を使った次

の学年に向けての復習が行われているようで

ございますけれども、そこでお聞きしたいの

は、家庭学習では初の情報機器ということで

ございますので、これ全員がこの家庭学習の

中で情報機器を使った対応ができるのか。ま

た、できない方に対してはどのような方法で

行われているのかをお聞きしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをしま

す。

ｅライブラリという、平成３０年８月に導

入したパソコンやタブレットなどを活用した
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学習ソフトということで、児童生徒一人一人

の習熟度に応じた問題が出題されるドリルの

ソフトになっております。

これは学校でも各家庭でも児童生徒それぞ

れがＩＤとパスワードを持っているわけなの

ですけれども、その中で、インターネットと

つないで家庭の中でもそういう学習ができる

ということになっております。当然学校でも

そういう授業も行いますけれども、分散登校

の中ではもう１時間という限定になっており

ますので、その学習の面については、先ほど

言った家庭の中でインターネットとつないで

いただいて、その中で学習をしていくという

ことにしております。

あとはいろいろと学習のプリントの配付で

すとか、チャレンジテストですとか、そうい

うのは各児童のほうには持たせておりますけ

れども、そういう対応で学習が極力低下しな

いような形をとらさせていただいておりま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 内容はわかりまし

た。

それで、ちょっとお聞きしたかったのは、

機器を持っている家庭はいいのですけれど

も、全員把握されているのかどうか、機器を

持って全員がそういう形でできているのであ

ればいいのですけれども、こういった情報機

器がね。そういったことで、では持ってない

方は例えばどういう形で、ということはこれ

大事な部分だと思うのですよね。ということ

は、これはあれですね、内容復習というよう

な形にもなっていますので、そういったこと

からいうと重要な勉強の部分だろうなと思っ

ているので、やっぱり全員が、できれば全員

がそういった学習の中で復習ができればいい

のだと思うのですけれども、そういった形

で、情報機器が全員の家庭できちんと対応で

きているのか。できてないとすればどういう

形で、ところはどういう形で対応するのかと

いうことをちょっとお聞きしたかったので

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

いたします。

先ほども申し上げましたが、今回の場合

ちょっと長期間ですけれども、基本的には家

庭学習で対応するということなのですね。た

だ先ほども言ったように、ちょっと長いです

から、そこはやっぱり学校と連絡。これはあ

る意味ちょっと私の私見もあるのですけれど

も、日本の教育のやり方という点ではどうし

ても学校教育中心に、ここが入り口であり出

口みたくなってますから、いい悪い抜きにし

て。どうしても自学自習という、そういう習

慣に欠ける傾向があるのですよね。要する

に、学校から出されなかったらなかなかでき

ないと。そういう意味でいったら、一番私は

大事なことは、やっぱり家庭と学校の連携と

いう中で大事なことは、学校で履修したこと

だけ、履修する基礎基本だけではなくて、家

庭の中でいかに机に向かって自分で勉強でき

るのか。つまりは学校においても勉強の仕方

だとか、あるいは今回のように長期にわたる

ような生活の仕方、いちいち保護者、お母さ

んやお父さんに言われなくても、それぞれ発

達、学年段階に応じてそれぞれみずからが机

に向かってやれると、そういう体制を組むこ

とが極めて必要でないかなと思っています、

まずはね。

そういう中で、新たに先ほど言った教育課

程の中で習うことについては学校でも出して

いません。それは後で、先ほど言いましたよ

うに、後で学校のほうで教育課程に位置づけ

て、新年度になると思いますけれども対応し

ていきますから。要するに、今まで習ったと

ころなのですよね。そういうことで対応して

いただく。

問題は今高度情報社会ということで、そう

いう機器を使っての対応というのは非常にあ

れなのですが、持参していない家庭がありま

すよね。そういう場合については、違う学校

から配付するプリントであるとか、あるいは
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自分で持っているドリルに対しての先生方の

その子に対するケアと、そういうことで対応

せざるを得ない。これが新たに習う部分であ

れば、先ほど言いましたように、一番根幹で

ある教育の機会均等ということでそれが保障

されませんから、また違ったあれがしなけれ

ばならないのですけれども、習ったところに

ついての基本的に復習というのですかね、そ

ういう部分を視点にしてますから、そういう

ことで対応せざるを得ない。

一方では、これは教員の働き方改革も社会

の関心事にもなっていますから、その辺も留

意しながら、こういう休み期間中に先生方が

全てをやって、そして自分で集めてきて、そ

して夜夜中までその丸つけにかかるようで

は、これもまたちょっと、その辺なども考え

ながら対応していかなければならないので、

一層学校と教育委員会密に連絡をとっていき

たいなと思ってますので、御理解を賜りたい

なと思っております。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

教育委員会の考え方はわかりました。教育

委員会の考え方についてもわかりましたけれ

ども、できればこれからの時代、今言うよう

に情報化の時代ですから、いろいろな機器を

使う。ですから、できれば今学校側のほうで

一生懸命そういった情報機器は対応できてま

すけれども、家庭のほうはそういったことで

十分ではないとすれば、やっぱり何らかの形

で家庭もやっぱり十分な、公平性を考えたと

きにやっぱり家庭も十分にそういった情報機

器も対応できるような形に早くして、学校と

家庭との、今教育長言うような連携をできれ

ばいいなというふうに思ってますので、よろ

しくお願いをしたいなと思ってます。

そのことに若干お答えをお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

いたします。

ジャストなお答えになるかどうかわかりま

せんけれども、一番いいのは学校でもそうい

うふうにやって、町で整備して、そしてそう

いう要するに大きなくくりで言ったらＩＣＴ

教育というのですけれども、そんなふうに

やってますから、家庭でもそれはできればい

いのですけれども、これはやっぱりそれぞれ

家庭には経済的な状況なども含めていろいろ

な多様性がありますから、問題はそれを町と

して教育委員会として、そういう家庭にそれ

整備していただきたいということだと思うの

ですが、その辺は町の財政等々もありますの

で、今後検討というより、何かの機会に俎上

に乗せて一定程度の詰めをしたいなと思って

おりますので、今のところ非常にそれは困難

な状況にあるのかなと思っています。した

がって、学力を保障する、あるいは学習習慣

をつけるという観点で、違う形での指導をし

ていきたいなと思ってますので、御理解を賜

りますようよろしくお願いをいたします。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

それでは、２番目に入ってまいりたいと思

います。

それから２番目でございますけれども、町

なかの人が消えるという事態になってきてい

るわけでございますけれども、国は新型コロ

ナウイルスが感染拡大を受け、売り上げが急

減した個人事業主を含む中小企業者に支援の

ために特別貸付金制度を創設するということ

で表明したわけですけれども、これは実質無

利子無担保ということでございます。とはい

えども、融資を受けたとしても、この場合は

借金でございますね。借金でございます。そ

の借金を今この人口減少、また不景気の中で

売り上げを伸ばすといっても非常に難しいの

ではないかなというふうに思ってございま

す。そういった中で、では何ができるかと

いったら、町もやはり何らかの形で応援をす

るほかないのだろうなというふうに思います

けれども、一つの方法としては、この支援対

策として緊急支援一時金を出すという方法も

あろうかと思いますけれども、このことにつ

いて町長どのようにお考えでしょうか。
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○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今段階でやはり考えなければならないの

は、やっぱり今人が出ていないという部分、

町の中にやっぱり人がいないという部分、そ

れから一番大きいのはやっぱり飲食店の部分

ということで、先ほどお答えさせていただき

ましたけれども、やはり飲食店になかなか人

が出入りしないという部分で、とりわけ３

月、４月ぐらいというのは、歓送迎会だと

か、送別会、歓迎会というような、そういう

ことが多くあって、町の中に人が出て歩く、

そういった時期でありますので、そういった

意味で、なかなか人が出て歩かないという部

分での売り上げが落ちているということなの

だろうというように思っています。

そういった意味で、テイクアウトですと

か、出前ですとか、そういった部分でそれぞ

れ商工業者の方たちもいろいろと工夫をされ

ながら努力をされているということでありま

すので、そういったところにできるだけ協力

をしていく、なるべく売り上げを下げないよ

うなというか、というような取り組みはやっ

ぱり必要なのかなというように思っておりま

す。

一時金で支給だとかという部分は非常に制

度的にも難しいのかなというように思ってお

ります。財政的にも制度的にもですね。そう

いった部分も含めて考えていきますと、やは

りお客さんが減っている部分を何とかふやし

ていく、そういった取り組みを少しでもでき

ればというように思っております。

いろいろな取り組み、商工、商店の皆さん

方も工夫をされているといった部分で、私た

ちとしても何かそういう部分を支援していけ

る方法をそれぞれ考えていきたいなというよ

うに考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

そういうことなのですけれども、一応町な

かをちょっと聞いてみますと、もう大変だ

と。借りざるを得ないというような店もござ

いますね。そういった中で、資金を借りたい

といってもなかなか、先ほど言ったように、

返さなければ借金になるということございま

すので、できれば今後長期化が続くわけです

から、やっぱり元金の繰り延べなどの条件緩

和措置も今後やっぱり行政としても考えてい

かなければならないのかなという気がいたし

ますので、その点についても考え方について

はお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） やはり貸し付けとい

うことでいけば、借金があるわけですね。無

担保、無利子といっても最終的には元金部分

はやっぱりどうしても残ってしまうという部

分であります。そういった部分でなかなか借

りづらいという部分、結局借金として残って

いくものは後々返済をしていかなければなら

ないという部分ありますので、そういった部

分ではなかなか難しいのかなという、ちょっ

とためらう部分もあるのかなというように

思っています。

ただ、今後の部分でいけば、やはりできる

だけ有利な、事業者の皆さんにとって有利

な、そういった方法をなるべく情報提供しな

がら、そういう有利な方法を使って資金を借

りるなりしていただくような形になればいい

のかなというように思っておりますし、ま

た、繰り延べの部分というのはなかなか制度

でありますから、町がどうのこうのというこ

とではなかなか変わらない部分でもありま

す。そういうことでいけば、やはりそういう

機会があれば、そういう制度をやはりせっか

くつくっていただいても、借金が残ってしま

うのでなかなか借りられないよということで

あれば、そういうせっかくつくっていただい

た制度もやはり借りやすい制度にしていただ

くというようなことを、機会があればそう

いったところで要望させていただくというこ

とになっていくのかなというように思ってお

りますで、御理解いただきたいと思います。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

行政もやっぱりこういったことの続く大変

な事態の時期には、やはりいろいろな形で要

望等もやっていただけると、やっていただき

たいということでお願いいたしたいと思いま

す。

それから、２つ目でございますけれども、

先ほどお話ございました。商工会を中心にテ

イクアウトだとか、またデリバリーですか、

出前などもやって本当に商工の皆さん努力を

していますけれども、本当に町長が言うよう

に書き入れどきですね。そういった中でのこ

ういったクラスター対策だとかということに

よって人が来ないということでございますの

で、何か町として、先ほどの一時金のことも

厳しいということであれば何かできない

のかということの中で、基本的には購買の動

機を持ってもらうよということなものですか

ら、そういったことからいうと、ちょっとい

ろいろな話の中で、いろいろな方とのお話の

中で、クーポンですか、これは今はやってい

る、進んでいるクーポン券ですか、そういっ

たこともやり方もあるのではないかなという

ことだとか、先ほど一時金ではなくて、今度

いつもやっているプレミアムつき商品券だと

かということもありますけれども、そういっ

たことについて、これは当然行政の応援もな

ければできませんけれども、そういったこと

ももう一つの方法でないかなということが思

いますので、その点についてはどうでしょう

かね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） やはり今、先ほども

言いましたように、そういうお店屋さんに

とっては、料飲店にとっては非常に稼ぎどき

といいますか、一番の書き入れどきでありま

すけれども、やはりコロナウイルスにかかっ

たら大変だという部分もありますけれども、

感染拡大だとかといったことの防止というこ

ともありますけれども、やはり役場の中でい

けば、やはり管理職の協議会というのがある

のですけれども、そういったところで今まで

も歓送迎会だとかやっていたのですが、やは

り危機管理として、やはり全員で管理職みん

なで歓送迎会やったりだとかというのはやは

り危機管理としてやっぱりちょっとどうなの

かなというところで、これは自粛をさせてい

ただきました。それから、各課でもそれぞれ

の各課でも歓送迎会やっているのですけれど

も、これもやっぱり危機管理として、課全体

が仮に濃厚接触者だとかそういったことに

なって、２週間ぐらいのその期間をみんなが

職場に出てこれなくなってということもやっ

ぱりちょっとこれは避けなければならないと

いうことで、そういうことも自粛をさせてい

ただきました。

そういった部分で、何か役場がみんな飲み

に出て歩くなと言ってるというようなうわさ

もちょっと出てるというような話も聞いてお

りますけれども、決してそうではなくて、そ

ういう全体で集まるというのはちょっとやっ

ぱり避けようと、今の時期。ですけれども、

やはり家族でだとか、それから仲間内、そう

いったところで飲みに行ったり食事に行った

り会食したり、そういったことについては、

そこまで抑制をしなければならないというこ

とではないということで、いろいろな会議の

中でもお話しさせていただいております。

一つの方法としては、役場の中でいけば、

全体ではなくて２つに分けてだとか、分けて

それぞれテイクアウトだとか、そういったも

のを使ってみんなで交流会やろうだとか、そ

ういった取り組みもされておりますし、それ

から管理職の協議会の中では商品券を、送別

会やめた分商品券、お食事券といいますか、

そういった形で出して、それぞれみんなで、

みんなではやれないけれども、個人個人で、

または仲間内で食事に出てもらおうというよ

うなことでの取り組みなどもしているところ

であります。そういった形で、役場としても

なるべく役場の中でもそういう協力というの

はしていかなければならないなというように
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考えているところであります。

あと、先ほど言われたクーポン券だとかと

いう部分でいくと、商工会では、何でした

か、いろいろなお店回ってスタンプラリーで

すか、スタンプをやってもらって抽選会やる

だとか、そういったことも取り組んでおられ

る。いろいろな形で取り組みをされていると

いうところであります。

商工会のほうから、この間、こういう状況

なってますよということで３月２日でした

か、来ていただいていろいろとお話しさせて

いただきました。そういった中でも、いろい

ろと今後商工会さんとも相談をしながら、そ

ういう状況について、何とかいい方法があれ

ばお互いに取り組んでいきましょうというよ

うなことも話ししておりまして、今後また商

工会と協議しながら、いろいろな形で取り組

みができるものについては支援をしていきた

いなというように考えているところでありま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

団体というか、 といいますか、そう

いった形で応援もしているのですけれども、

個人もやっぱり行けるような対策をしていた

だければありがたいなというふうに思ってご

ざいます。

それから３番目に入りますので、よろしく

お願いしたいと思います。

それでは３番目でございます、入りますけ

れども、新型コロナウイルスは指定感染症だ

そうでございます。国の指定されたウイルス

だということでございますけれども。農業関

係では家畜伝染病のときには消石灰だとか、

それから感染を防ぐためにミルク器具です

か、哺乳器具ですか、そういったものも支援

したことがあるわけですけれども、今回は人

による感染拡大をとめるためですので、今の

ところ終息の兆しは見せない状況が続いてい

るということでございますけれども、そう

いった中で行政も早い対策が求められている

わけでございますけれども、対策としては全

戸に配付ということもこれは考えられますけ

れども、そうではなくて、特に小中高の生

徒、これも約７００人、それから高齢者、約

２,７００人、全部で３,１００人ぐらいです

か、全体で。３,１００人ぐらいのようです

ね。そういったことの方には最低でもマスク

ぐらいはどうなのと。

また、商店街には消毒液を支援したらどう

かということなのですけれども、今でも消毒

液買えないよということが続いているわけで

すから、そういった形の中で支援はできない

のかということでございますし、それからマ

スクの使用期限ですけれども、これはちょっ

と調べてみますと５年、１０年というようこ

とでございますから、そういったことからい

うと、恐らくちょっと町長とお話ししたとき

には何か２００９年のときの買った、インフ

ルエンザのときに買ったマスクが残って備蓄

されているのだということ、ちょうどまた９

年目ですよね。ですので１０年たってしまう

のですけれども、そういったこともございま

すし、そういったことを考えて、では支援は

できないのかというようなことで、それの点

についてはどうでしょうかね。お聞きしたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

先ほど答弁の中でもお話しさせていただき

ましたように、マスクについても７,８００

ですか、７.８００枚ぐらいしか備蓄として

はないということであります。それで今お話

あったように、本当でいけばいろいろと新聞

など見てますと、各家庭に配ったとかという

ようなこともちょっと出たりしてますけれど

も、実際のところ足寄町でいけば、それだけ

の余裕がないという、したくてもできないと

いう、そういう状況にあるということであり

ます。先ほども申し上げましたように、７,

８００枚しかマスクはございません。そうす

ると、各家庭に配ったら本当に１枚ずつしか
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配れない。各家庭でなくて、各個人でいけば

ですね、一人一人に１枚ぐらいしか配ること

ができない。世帯でいったら多分２枚ぐらい

しか配ることができないぐらいの備蓄しかな

いということであります。しかも、備蓄して

いるマスクについても、今議員おっしゃられ

たように、本当に１０年ぐらい前のものが備

蓄されてそのまま残っている、そのものであ

ります。そういった意味で考えていきます

と、なかなか各家庭までの配付するというこ

とはちょっと不可能であると。今後の部分で

いっても、供給がある程度見通しができれば

いいのですけれども、今全く見通しも立って

いないという状況でありまして、アルコール

なども発注しているのですけれども、まだ届

かないと。もうかなり前に発注していてもな

かなか届かないという状況で、今やっぱりあ

る備蓄を、備蓄品をある程度やっぱり今後の

ためにやっぱりとっておかなければならない

という状況なのかなというように思っていま

す。先ほどもお答えしましたように、今後ほ

かの町内の医療、介護事業所の中で、例えば

不足してきたよというようなことが出てくれ

ば、やはりそういったところには優先的に回

さなければならない部分も出てくるのかなと

いうように考えておりまして、残念ながら今

町民の皆さんにという部分はちょっと不可能

であるということでお答えをさせていただか

なければならないかなというように思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） ということは、私な

ぜ聞いたかといいますと、現状今町の中に子

供たちも意外にマスクしないで歩いている方

も結構いるのですよね。ですから、それは

きっともしかしたら買えないでいる方が多い

のかなという気もするのですよ。結構いるの

ですね。子供たちも例えば歩いているときに

マスクしてないとか、そういったこと、事情

によってマスクしないのかなということもあ

るのかなと思うものですから、期限だとかそ

ういったことを考えたときに、今７,０００

枚と言いましたか、そうしたら子供たちだと

か、それから高齢者の皆さんには１枚として

も今後仕入れるときに仕入れていただくこと

も含めて、そういったことができないのかと

いうことでお聞きしたのですけれども、わか

りました。そういうことで、できればそう

いったときに努力するのが行政でないかなと

いうふうに思いますので、今後において仕入

れができた段階でも検討していただければあ

りがたいなと思ってます。

以上でございます。

一応、１点、２点、３点について、お聞き

しました。ありがとうございます。

終わります。

○議長（吉田敏男君） これにて、６番熊澤

芳潔君の一般質問を終えます。

ここで暫時休憩をいたします。

１１時２０分再開といたします。

午前１１時０７分 休憩

午前１１時２０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

次に、５番田利正文君。

（５番田利正文君 登壇）

○５番（田利正文君） それでは、一般質問

通告書に従って一般質問を行いたいと思いま

す。

その前に、いまだ終息の見えないコロナウ

イルス問題について、一言触れてから一般質

問に移りたいと思います。

私は２月２６日時点での状況を踏まえて、

２７日付で町長にこの件での緊急申し入れ書

を提出しています。飲食店などお客が来ない

と成り立たない自営業者は先の見えない苦境

に立たされています。簡単な手続でできる運

転資金支援など、機動性と実効性を備えた支

援策が求められていると思います。行政の皆

さんには大変な奮闘をしていただいていると

ころですが、町民のさまざまな要望を正確に

つかみ、道や国の担当部署へ的確につなぎ、

しかるべき処置がとられるようさらなる取り
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組みをお願いをしたいと思います。

一般質問に入ります。

環境とごみ問題についてです。

地球規模の気候変動は、国連環境計画報告

では、現在各国が掲げている温室効果ガス削

減目標どおりに削減したとしても、世界の平

均気温は産業革命前に比べて今世紀中に３.

２度上昇し、現在の排出ペースが続けば３.

４度から３.９度上昇すると予測され、地球

は破局的事態に陥るといわれ、グテレス国連

事務総長が気候危機というほど事態は切迫し

ています。このことは、台風や大雨による大

災害を繰り返し経験してきた多くの人が薄々

気づいているのではないでしょうか。

こうした中で、足寄町も搬入しているくり

りんセンターの建設計画、新中間処理施設整

備基本構想の説明会が行われました。住民に

は全く説明されないまま、ごみは燃やして処

理するのが当然という考えで進められてきた

計画というように感じました。ごみ問題は基

本構想の中でも触れられていますが、３Ｒ、

リデュース、ごみの発生抑制、リユース、再

使用、リサイクル、再利用の促進による環境

への負荷を減らすことが大切だと思います。

このことが実行されていれば、地方自治体が

ごみ処理をしなければならないという現状は

違ったものになっていたのではないでしょう

か。

実際には約２８５億円をかけて焼却炉をつ

くる計画が進められているわけですが、基本

構想の想定している供用開始まで７年、一旦

立ちどまって住民への説明と合意を形成する

必要と時間はあるというように思います。

このような状況を踏まえた上で、以下のこ

とについて伺います。

１つ目、行政執行方針の中で、新しい分

別、収集体制に移行して１１カ月、おおむね

順調にとありますが、旧体制と比較してどの

ようなことが言えるか。量や費用面の旧体制

と比較できるもの、またごみ行政全体を通じ

て足寄町が搬送するごみの量を減らす取り組

みが必要と思うが、この点についての考え

は。

２つ目、町長の行政執行方針でも触れられ

ている生ごみの水分除去、減量対策につい

て。

３つ目、家庭ごみを一人で出すことが困難

な高齢者や障害者のごみ出し支援として、ご

み回収業者、ＮＰＯ、社協への委託などでご

み出し支援をできないか。

４つ目、帯広市との定住自立圏形成協定の

５、環境、地球温暖化防止に向けた低炭素社

会の構築に向けた取り組みを推進するとあり

ますが、現在のところどのような推進計画が

検討されているのか。

以上であります。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の環境とご

み問題についての一般質問にお答えいたしま

す。

１点目の旧体制との比較についてですが、

現体制以前の生ごみと埋め立てごみの可燃物

を燃やすごみとして分別が変更となり、以前

は２カ月ごとに収集日が変動していました

が、現在では地域ごとにごみの種類別に収集

する曜日を固定し、さらに有料ごみ袋の素材

を変更し耐久性が向上したことなど、町民の

皆様にとって利便性が向上したと考えており

ます。

また、ごみの排出量と費用についてです

が、くりりんセンターに搬入を始めた昨年４

月からことし２月までの家庭及び事業所から

排出したごみの量はおよそ１,０６７トン、

同様のごみの種類で平成２８年度から平成３

０年度までの同じ４月から２月までの実績と

して、旧体制での３カ年の平均は１,１４３

トンで、７６トン減量されております。

費用面では、十勝圏複合事務組合の負担金

が本年度実績見込みで３,１１４万７,０００

円、資源ごみ処理等特別会計への足寄町の負

担金３,１７２万９,０００円と合わせて６,

２８７万６,０００円で、旧体制では池北三

町行政事務組合への負担金は、施設等への起

債償還が含まれていた平成２８年度以前は毎
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年度１億１,０００万円を超える負担があり

ましたが、起債償還が終了した平成３０年度

は５,５００万３,０００円となっておりま

す。収集運搬経費については、平成３０年度

実績として４,４９５万１,０００円でした

が、今年度は見込みとして５,３３５万６,０

００円となっており、帯広市までの運搬も

あって費用としては８４０万円ほど上昇して

おります。

ごみ処理に係る負担金は、搬入する市町村

のごみの排出量を基礎に算出されております

ので、減量化の取り組みは環境だけでなく財

政的にも大きな課題と考えております。

２点目の生ごみの水分除去、減量策につい

てですが、本町から排出される燃やすごみの

約４割が生ごみと想定され、その大部分が水

分であることから、町内から排出される生ご

みの水分を減らすことができれば、一定程度

の減量化の効果が期待できると考えておりま

す。生ごみ用の水切りネットの使用など、水

分をよく切って出していただくとともに、食

べ残しの減量について広報等を通じて周知・

啓発に努めてまいります。

また、町では生ごみを堆肥化し、家庭内で

ごみ処理を推進するため、コンポストや電動

生ごみ処理機の購入について助成を行ってお

り、ごみの減量化のためにも広報等を通じ

て、より一層その普及に努めてまいります。

資源ごみの収集、処分については、銀河ク

リーンセンターに集積し、中間処理後リサイ

クル業者に引き渡し、一部を売却することで

処理しておりますが、施設管理及び処理に係

る経費は本別、足寄、陸別三町の負担金で賄

われ、この負担金も排出量を算定基礎の一つ

としています。

本町では自治会等の組織による資源集団自

主回収の取り組みに対して奨励金を交付し

て、資源ごみの減量に努めているところです

が、今後より一層自主回収に取り組む団体を

ふやし、減量に努めてまいります。

３点目の高齢者や障害者等ごみ出し困難者

に対する支援についての御質問ですが、町に

相談のあった方には収集業者を紹介し、有料

となりますが対応いただいております。ま

た、高齢の方や障害をお持ちの方で介護認定

や障害者認定等を受けられた方のうち、家庭

ごみを出すことに支援が必要な方につきまし

ては、介護サービスもしくは障害福祉サービ

スで対応しておりますことから、現段階では

新たにごみ出し支援を委託する予定はありま

せん。

４点目の低炭素社会構築に向けて、現在ど

のような推進計画が検討されているのかにつ

いてですが、第３期十勝定住自立圏共生ビ

ジョンの策定に伴い、新たな協定書における

低炭素社会の構築につきましては、前回の協

定書の内容を踏襲しており、引き続き、地球

温暖化の原因である温暖効果ガスの排出削減

や吸収に寄与する地域の特色を生かした取り

組みを行うこととしております。具体的には

住民の環境意識の向上や環境行動の実践につ

なげるため、講演会やパネル展などの実施に

よる啓発事業を行うほか、十勝圏域内で再生

可能エネルギーの利用促進や省エネルギー機

器の導入促進を図るとともに、これらに係る

先進事例の視察会等を実施する予定です。

今後もこれらの取り組みを行い、十勝圏域

全体で地球温暖化防止対策を推進し、低炭素

社会の構築を目指してまいりますので、御理

解を賜りますようお願いを申し上げ、田利議

員の一般質問に対する答弁とさせていただき

ます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

５番。

○５番（田利正文君） まず１点目ですが、

今町長の答弁で７６トン減量されているとい

う話がありました。結論として、町長が今答

弁で言われてましたけれども、ごみの量を、

くりりんセンターに運ぶごみの量を減らせば

当然負担金も減るし、運送料金も減るという

ことですね。ということで、それをどうやっ

て減らすかということが課題だというふうに

思うのですけれどもね。以前私この質問した

ときに遠くは四国の上勝町の例を出したので
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すけれども、今回電話をして聞いてみまし

た。２０２０年ごみをゼロにするという目標

でしたけれども、やり切れましたかと聞いた

のですよね。そうしたら残っているそうで

す。何が残っているかというと、例えば

ティッシュですとか、ペットシート、ゴム製

品、革製品、それから輪ゴム、汚れた紙、例

えば商品で言えばゴキブリホイホイだとかと

いうようなものが処理できなくて、焼却ごみ

のほうに回しているそうです。それから、埋

め立てのほうに回しているのは缶々でさびた

ものですね。リサイクルできないもの。それ

からペイントが入った缶々。これもペイント

と鉄を分離できなくて、そのまま埋めてしま

うということなのです。それから水槽のガラ

スとコーナーの粘着部分というのでしょう

か、ガラスは壊して舗装材などに使うのだそ

うですけれども、分離できないところがある

と。それらは埋め立てに行っていると。それ

から貝殻というような話をされていました。

それでどのぐらいあるかというと、約２割だ

そうです、が、今のところ残っていると言っ

てました。

その中で、ちょっといろいろ話も聞いたの

ですが、足寄でもクリーンセンターでしたっ

け、リサイクルやってますよね。着れるもの

だとか何かをとっておいて。あれのやつを、

やつをという言い方おかしいか、あれをもっ

と町の中に持ってきて、町民の方が日常的

に、例えば子供が大きくなったからもう着れ

なくなったりと、だけれどもまだ使えるとい

うものですとか、あるいは持ち主自体にとっ

てはもう着ないけれども、飽きたから着ない

けれどもまだ使えるよというようなものだと

か、そういったものを自由に持ち込めると。

そしてそれを持ってきて、そこで並べてあっ

て、並べてあるものをまた好きな人がまた自

由に持っていくというようなことで、たかだ

かと言ったら怒られるでしょうけれども、

１,５００人の町で年間１５トンあるそうで

す。１５トン減るとちょっと違いますよね。

車１台ちょっとぐらいが違うかという気がす

るのですけれども、そんなこともやっている

そうなのですね。

まず一つはこれできないかと思ったのです

よ、そんなことを。実際にはくりりんセン

ターのほうに持っていっているやつをもっと

町の中にどこか場所を借りて、借りてという

か、つくってというか、わかりませんけれど

も、そういう場所を提供してそういうことが

できないかと。上勝町の場合は、そこで町民

がただ持ってきて置いておくのではなくて、

いる人とそこで懇談になると。そしていろい

ろと交流できるということなのですね。上勝

町は高齢化率５０％超えているのですよね。

ほとんど高齢者ばかりといっていいのでしょ

うけれども、そういうところでもそんなこと

はやれてきているということがありますの

で、まずこの点はどうでしょうか。具体化は

無理としても検討はできないかという気がす

るのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 着古したというか、

着れなくなったものだとか、そういったもの

の処理の関係なのかなというように思ってお

りますけれども、今は燃やすごみになってい

て、前は引き取っていただける業者さんがい

たので、銀河クリーンセンターに持っていっ

て、そこで集めて一定程度そこで売るという

か、引き取っていただくような形で処分して

いたのですけれども、今そういうことが業者

さんもいなくなったということで、今は燃え

るごみになっております。

取り組みとしては、今お話あったような取

り組みに似たような部分でありますけれど

も、消費生活展の中で、そういう自分のとこ

ろではもう着れなくなったけれども誰か使っ

てくれないかとかというような部分について

は、消費生活展の中で集めて、女性の団体の

皆さんだとか実行委員会の皆さんで集めてい

ただいて、そういうものの即売会というの

か、若干のお金をいただきながら、たしかそ

ういうリユースというのですかね、再利用し

ていただくような、再活用していただくよう
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な取り組みをしているところであります。

なかなか自分が使ったものを次の人に使っ

てもらうというのに抵抗がないとか、誰か

使っているけれども、そのまま使っても抵抗

ないという方たちもいっぱいいらっしゃるの

で、そういった部分ではそういう方法もひと

つあるのかなというように思ってますし、最

近でいけば、リサイクルだとかそういった部

分で帯広などに行きますとそういうお店もあ

りますし、そういうところを使って今まで着

ていた服で使わなくなったものというのを再

処理というか、再度活用していただくような

形での取り組みというのは、昔から比べれば

そういう道が多くはなってきているのかなと

いうように思っています。

ただ町の中でどこかで集めて、それを置い

ていってもらって、それを誰かまた違う人が

来てそこから持っていくというような、上勝

町でやっているようなその取り組みというの

は、やはりそこで整理をしたりだとか、それ

からやっぱり何かそういう次の方に譲ってい

ただくだとか、そういった人たちだとか、そ

ういったものも当然必要になってくると思い

ますので、なかなかそのことをずっと町の中

でやっていくというのはなかなか難しいのか

なというように思っています。ですので、町

内でやっているそういう消費生活展だとか、

そういったところで活用していただいて、そ

ういう取り組みをしていただくのが、今のと

ころ足寄町の中ではベストなのかなというよ

うに考えているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 今難しいという話あ

りましたが、わかります。

上勝町の場合はそれなりの歴史ありますの

で、くるくるショップと言っているのだそう

です。いわばくるくる回るからなのでしょう

けれども。そこにきちんとやっぱり担当者が

いらっしゃるのですよ。ごみ集積センターの

横にそれがあって、そこにきちんと職員が１

人配置されているのですね。それでごみ収集

車はない。自分たちで、その集積センターに

自分たちで全部持ってくると。そして３４種

類に分けて分類しておくのだそうですね、と

いうふうになっている。だからそういう歴史

が、１６年以上の歴史がありますから、それ

を即いいから取り入れようたって難しいとい

うのはちょっとわかります。けれども足寄に

も空き家があって、使えそうな建物がありま

すよね、町の真ん中に。そういうのを活用し

てできないものかなという思いがあったもの

ですから、ぜひ検討していただきたいなとい

う思いがあります。答弁要りません。

次なのですけれども、この話をしたら、そ

んなもの減らして足寄のごみが全体量が減る

のかと言われそうな気もしないでもないので

すけれどもね。まず真っ先にできることは、

レジ袋のごみの問題だというふうに思ってい

るのですよ。どういうことかというと、テレ

ビなどで何回も出てますから見た方もたくさ

んいると思うのです。例えばウミガメの鼻に

プラスチックが刺さったとかね。それから何

でしたか、あれは、アザラシか何かでした

か。死んだやつを解体したら胃袋からプラス

チックがいっぱい出てきたとか、魚の胃袋か

らとか、そういう写真は出てて強烈な印象を

持っているのだと思うのです。それで、プラ

スチックは自然に絶対返りません。返るのに

は３０００年かかるとか何とかという数字も

あるようですから、目に見えなくて小さく

なったとしても消えてなくなってはいないと

いうことなのですね。それで微粒子としてマ

イクロプラスチックなどと言われているのだ

そうですけれども、それが北極海ですとか、

空気中ですとか、塩の中に含まれる。あるい

は人間のふん便の中にまで最近は検出される

ようになってきているのだそうです。だか

ら、今すぐ人間の健康に影響するのかと言わ

れたらそうではないようですけれども、時間

的な経過で特に若い方がそういう食べ物を食

べると生まれてくる子供に奇形が出てくると

か、生殖機能が衰えているとかというような

ことが出てくるようですけれども、それはす
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ぐではない。そういうことがわかっているわ

けですから、まずはプラスチックのごみを減

らそうということで、一番簡単なのはレジ袋

だというふうに思ってます。それでひとつレ

ジ袋減らして何になるのよと、こんなもの、

軽いものをねという意見もあると思います。

確かにそうだと思いますけれども、だけれど

も一番簡単で町民全体が取り組める、町長が

言われたように町民の意識を変えなければ、

これ全体ごみ減りませんからね。変えるため

の一手段として、まずはレジ袋をなくすとい

う取り組みから始める必要があるのではない

かと思うのです。

この問題は取り上げるに当たって、私朝早

く出て、富良野と中札と更別と、最後に鹿追

寄ってこようと思ったのですよ。鹿追寄れま

せんでした、時間なくて。そこでびっくりし

たのが富良野ですね。ごみは燃やさないと、

埋めないということを基本理念にして、１４

種類に分けて分別していると。リサイクル率

は８９.２％だというのです、富良野。富良

野市だけではなくて、沿線の１市３町１村だ

そうですけれどもね。年間総量で７,１６７

トンごみが出ているそうですけれども。足寄

ではごみステーションと言ってますよね。富

良野、ごみステーションと言わないのだそう

ですね。資源回収ステーションと言うのだそ

うです。そこから町民の意識を変えていくと

いう取り組みが始まっているのかなという気

がしますね。

それで、富良野のごみの規定というので

しょうか、その中にこんなのがあるのです

よ。過剰包装の抑制や再生利用品の促進、過

剰包装商品を買わないと、過剰包装をしな

い、そういう取り組みを進めると。もちろん

市民とともに進めると書いてあるのですけれ

ども、その後に市民と業者と協力して、再生

品の需要拡大のために取り組むとあるのです

ね。例えばその中に４項目あるのですけれど

も、簡易包装の推進運動を展開するだとか、

マイバッグを持参してレジ袋の削減の取り組

みだとか、それから再生品利用運動を展開す

るだとか、リサイクルを推進する協力店の、

いわば事業者をふやすだとかという取り組み

をやっているのですね。その中にレジ袋をな

くすというのが、もちろん今マイバッグ持っ

て歩こうということは全国的に言われてます

けれども、町民にそういった意識を持っても

らうということで、マイバッグ持ってもら

う。それから業者と協力して、可能ならばレ

ジ袋をなくすと。ただ簡単にレジで、うちで

はレジ袋渡しませんと言うと、何だ、お前の

ところけちくさいなと言われるということに

なるそうですから、こんな話が出ておりまし

た。アンケートをとったのだそうですね。そ

うすると、６割の消費者の方が、アンケート

の結果ですね、声かけなしにお店の店員の方

がぱっと物を入れてくれると、レジ袋に。そ

れから、例えばヨーグルトとか何か食べたら

プラスチックのスプーンをつけてくれると、

要りますかとは言わないのね。そういうふう

にして、当然のごとくつけてくれるというこ

とについてはやっぱり過剰だというふうに

思っているという意識調査の結果があるそう

ですけれどもね。そのときに、袋は御入り用

ですかと聞いたら効果がないというのです

ね。このままでもよろしいですかと聞くと、

そうしたら大抵は要らないですというふうに

言うそうです。それからもっと言えば、レジ

の横に、地球環境を考慮して当店では雨天時

を除きレジ袋を廃止することにしましたとい

う掲示を出しておくと、渡さないとけちくさ

いと言われるかもしれませんけれども、今で

あれば姿勢を鮮明にしておくと、環境問題

を、そうするとなるほどというふうに納得し

て帰られるというのが多いそうです。という

こともありまして、そんなことを、例えばの

話ですけれども、足寄町のいわばレジ袋を出

す業者の方と協議・協力をして、そういうこ

とができないだろうかと。減らすための、そ

ういう取り組みはできないかということなの

ですね。そのことをちょっとお聞きをしたい

というふうに思います。

もう一つつけ加えれば、例えば今生分解性
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プラスチックのごみ袋ができてます。それも

何種類かあります。普通のやつは海に出ると

海では溶けないのですね。だけれども海で溶

けるやつも開発されているのですね。どちら

がいいかとそれはわかりませんけれども、そ

んなことも含めて、代替を使うということも

含めて、ちょっとそのことについてお伺いを

したいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） レジ袋の関係であり

ますけれども、今かなりのお店でレジ袋につ

いてはただですっと出してくれるというとこ

ろは少ないのではないかなというように思っ

ています。ほとんどのお店では、必要ですか

だとか、それから要る場合については要ると

いうのを本人が言ってもらうというような形

になっているのではないかなというように

思っています。僕が買い物や何かに行くと、

大体そういうような形で、余りいきなりすぐ

出してくれるというところではなくて、やは

り仮に必要になったらやっぱりお金を出し

て、２円とか３円とかそういう小さな金額で

ありますけれども、そういうような形になっ

ているのかなというように思っています。

また、スプーンとか、それから割り箸だと

か、そういったのも必要ですかというような

ことで聞かれて、必要ありませんとかと答え

るともらえないだとかというところが多いの

かなというように思っておりまして、やはり

今田利議員がおっしゃられたようなことが非

常に環境問題というのが今大きくなってき

て、お店屋さんも随分変わってきているのか

なというように思っています。だから、そう

いうお店のほうがだんだんふえてきているの

ではないのかなというように思っておりまし

て、そのお店の経営方針だとかそういったも

のもあるかというように思いますけれども、

基本的にはやはりマイバッグだとか、買い物

行くときには持っていったりだとか、そうい

う形に今進んできているのではないのかなと

いうように思っているところであります。

そういう部分については、またそういうお

店屋さんみんなということになると、なかな

か集めて一緒に話してだとかというのはなか

なかやっぱり困難なのかなということでいけ

ば、やはりどちらかといえば、みんなでマイ

バッグ持って買い物に出かけましょうという

ような呼びかけのほうがいいのかなというよ

うに考えているところであります。

それから、生分解性プラスチックの関係で

ありますけれども、前のごみ袋は生分解性プ

ラスチックでできたごみ袋でありまして、

やっぱりちょっと水に弱いというようなこと

で、ごみ袋に生ごみだとかを入れていると破

けてしまうだとかというようなことが言われ

ておりましたけれども、やはりそういう部分

では、単価的には高いのですよね。普通のプ

ラスチックよりは高い。なかなかそういうも

のに切りかえていくというのも一つの方法と

してはあるのかもしれませんけれども、これ

またやはりそういうことには、やっていくに

はやっぱり事業者さんの協力だとか、負担だ

とか、そういったものがやっぱり出てきます

ので、なかなかそこもやっぱり難しいのかな

というように思っておりまして、やはりどこ

に行くにもちょっとポケットにマイバッグを

入れて買い物行っていただくというような、

そういう呼びかけのほうをやっていくほうが

いいのかなというように考えてございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 町長の答弁よくわか

ります。けれども、まだやっぱりレジで袋く

れるところ結構ありますね。だからどうとい

うわけでないけれども、今町長が言われたよ

うに、マイバッグを持っていきましょうとい

う、いわば啓発の取り組みをすると、行政の

側としてはね。そういうことが必要なのかな

というふうに思っています。

それで一つだけちょっと紹介しておきたい

のですけれども、日本製紙でシールドプラス

というのを紙でつくっているのですよね。中

に特殊なコーティングをしてあって濡れな

い、においがつかないというふうになってい
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る。それから海洋性分解性プラスチックをつ

くっているのが福助。靴下をつくっている会

社でしょうかね、前のね。というところがそ

ういうのをつくってますね。そんなことも含

めて、今４種類ぐらい代替プラスチックが出

ていますし、商品化されています。それをそ

れぞれメリット、デメリットありますから、

どれをというふうに言えないところなのです

けれども、場所場所に応じて、時に応じてと

いうのでしょうかね、使い分ける必要もある

のかなという感じをしているところです。

それでもう一つなのですけれども、富良野

でもあることですけれども、過剰包装、それ

を減らすことができないかというようなこと

なのです。例えば、お菓子買いますよね。お

菓子、中を商品を一つくるんであって、さら

に梱包してあって、箱でさらに梱包してある

と。それもプラスチックでつくられている

と。だから結局は外箱は紙だけれども、あと

は全部プラスチックなのですよね、食べるま

では。それを全部やっぱり投げなければだめ

ですよね。だからそれをやめる取り組みをし

ようということで富良野は言っていてやって

いるらしいのですね。どこまで実績はあるか

といったら、ちょっと私は聞いてきませんで

したけれども、そこまでは。

それでこれもそうなのですけれども、地元

の例えばお菓子をつくってるお店ですとか、

あるいは製造しているお店だとか、あるいは

販売しているところで、それを本当に、さっ

き言った代替のプラに変えていく。あるいは

紙に変えていくということも可能だと思うの

ですね。もちろん、それを変えるために生産

者の方がものすごい負担をするならまた別で

すけれども、そうでなければ、あとは意識の

問題だと思うのですね。そこのところをどう

やって変えていくかということをやっぱり真

剣にちょっと考えなければだめでないかとい

う思いがあるのですよ。それに既に富良野で

そういうことを実施されてますので、そんな

こともちょっと過剰包装についてはどうで

しょうか。考えて議論して検討してもらえな

いでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 過剰包装の関係であ

りますけれども、なかなか町で、富良野で取

り組んでいるということでありますけれど

も、町で取り組んでという部分はかなり厳し

い、厳しいというかなかなか難しいのかなと

いうように考えております。やはりそれぞれ

お菓子にしても何にしても、やはりお客様に

届けるまでの間に必要であるというようなこ

とでその包装がされているというように思い

ますので、その包装を過剰と見るのか、そう

ではないよと見るのかというのはやっぱり難

しいところだというように思っています。や

はりきちんとお客さんの手元に届くまで、き

ちんとした形で届けたいということであれ

ば、僕たちの消費者側からしてみれば過剰と

思えるかもしれないけれども、生産者として

はこういう形でないと届けられないのだよと

いうこともあるのかなというように思ってい

ます。そういった意味で、過剰包装なのか、

過剰包装でないのかといった部分の判断とい

うのはなかなか難しいなというように思って

います。単純にそのものを箱で買ったものに

またさらに包んでだとかと、ただそれだけの

話だとなるべくそういうのはやめて、ただ袋

に入れるだけとかということは言えるのかも

しれませんけれども、なかなか難しい話で、

自治体でなかなか取り組むについては非常に

困難なのかなと、今思っているところであり

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 確かにと思いますけ

れども、例えばこちらから提案して、業者の

側からすれば啓発活動ということになるのだ

と思うのですけれどもね。例えばお菓子を箱

に入れる、例えばお土産として買っていきま

すよね、足寄で。そのときにきちんと段ボー

ルで仕切りがあって、その中にさらにプラス

チックで、何というのだろう、トレーがあっ

て、その中にさらにプラスチックで個包装さ
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れていると。それのプラスチック部分を代替

に変えること、そしてそれにはこういう商品

があって、こういうところから取り入れて、

こんなふうにすれば単価これでできますよと

いうところまで示せれば、それに変えてもい

いかというふうになるのだと思うのですね。

そこまで調査研究というのでしょうかね、や

る必要もあるのかなと思うのです、正直なこ

と言うと。そうでないと、本気になってごみ

を減らそうということにはならないわけで

しょう。そういう思いがあって、そんなこと

も、全くやってないところがあるわけでない

から、やってるところもあるものですから、

そんなこともちょっと話をしてみたいと思っ

たところです。それもちょっと心にとめてお

いてください。

２点目に行きます。

以前の答弁で、町長が資源循環型社会の実

現に理解を深めてもらうために啓発に努める

というふうに言って、生ごみのコンポスト、

電動生ごみ処理機の普及を図ると、そのため

のもちろん予算も組んでるわけですけれど

も、現在、さっき答弁ありましたか、ちょっ

と忘れたけれども、生ごみの全体量は幾ら

だったでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） 昨年の４月か

らもう生ごみは、生ごみとあるいはティッ

シュ類とか、紙おむつとか、ひっくるめても

う燃えるごみとして一緒くたになってしまっ

てますので、現状としてどれぐらいかという

のは、なかなか返答として困るところなので

すけれども、平成３０年度以前であれば、生

ごみの分量というのはわかりますけれども、

それでもよろしいでしょうか。

生ごみの量なのですけれども、平成３０年

であれば４３５トン、２９年であれば、申し

わけございません。家庭ごみだけに限ってで

よろしいですか。

家庭ごみに限って言えば、平成３０年度は

２８０トン、２９年度であれば２９０トン、

２８年度であれば２８５トン、このような推

移になってございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ちょっとお待ちくだ

さい。

ここで暫時休憩をいたします。

昼食のため、１時再開といたします。

午後１２時００分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

田利議員の再質問から始めます。

５番。

○５番（田利正文君） ２点目の①ですね。

生ごみの量はどのぐらいかとばかな質問し

ましたけれども、過去の例でいくと大体推定

として２９０トンぐらいあるというふうに理

解していいですね。この量なのですけれど

も、中札内行きましたら、中札内で１４３ト

ンだというのですね。約倍ですよね。だから

これを半分にできたらダンプ１０台分以上違

いますよね、というふうに思ったのですね。

それで、コンポスト、電動生ごみ処理機の

普及に予算をつけてますが、これ本気になっ

て、だっと普及してもいいというふうに考え

ているのでしょうか。つまり予算超えてしま

いますよね、みんなが入れたいと言ったら。

実際現実にはどのぐらいコンポストが入って

いるのか、電動ごみ処理機はどのぐらい入っ

ているのかと、ちょっと現状を教えてほしい

のですけれども。

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。

○住民課長（佐々木雅宏君） 生ごみ処理容

器、あるいは電動生ごみ処理機の普及度合い

ですけれども、平成１６年ぐらいから取り組

んでおります。コンポストにつきましては、

平成１６年度３１個、電動生ごみ処理機につ

いては２１台といいますか。翌年度もコンポ

ストが２３、電動生ごみ処理機が２２という

状況ですけれども、近年に至りましては平成

３０年度ですけれども、コンポストが１４で

生ごみ処理機についてはゼロという状況に

なってございます
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以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） トータルで幾らとい

うのはわかりますか。入れてからこれまでで

コンポストは何台、電動処理機で何台入って

ると。そのうちもし使われてないのがわかっ

ていれば、それを除いてもらって。

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。

○住民課長（佐々木雅宏君） トータルでい

きますと、生ごみ処理機につきましては２０

２台、電動生ごみ処理機につきましては９９

台ということになります。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） それで先ほど本気で

普及する気があるのかというのと普及しても

いいのかというところ、聞いたところはそこ

なのですけれどもね。本気で普及する気であ

れば、コンポストを置けるところ、市街地な

ら市街地ですね。当然畑がなければだめです

よね。だからそういうところを、何というの

でしょうかね、ちょっと私流の言い方ですけ

れども、見える化するというのでしょうか。

地図があって、市街地の地図があって、そこ

にコンポストが入っているところ全部落とし

ていくと。そして電動処理機入っているとこ

ろを落としていくと。そこの地域は畑がない

地域だから、あるいは住宅、マンションだと

かそういうところだから、これはコンポスト

は置けないと。これは電動処理機だというと

ころに分けて、地図上に、地図上にという言

い方わかりませんけれども、要するに見える

化をすると、視覚化をするというふうにし

て、まだまだこれは普及する余地があるとい

うふうに判断するなら、積極的にそれを普及

していくというふうに、必要だというふうに

思ったのですよね。それで、本当にそういう

ふうにする気があるのかどうかということを

聞きたかったのですよ。やると予算上でも

ちょっとね、くれが来ますでしょう。という

関係がありますから。だから本気になって、

生ごみを減らすと、せめて目標として当面は

半分に減らすというふうになれば、電動生ご

み処理機を普及するだとかとかということが

やっぱり必要だと思うのですけれども、そん

なふうにして考えているのかというところ、

聞きたいところなのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 電動生ごみ機ですと

か、生ごみ処理機ですとか、コンポストの普

及の関係でありますけれども、やはり基本的

にはやはりそれぞれの家庭で自分のところで

生ごみを減らすためにどういう方法がいいの

かというのを考えていただいてということに

なるのかなというように思っています。

基本的にコンポストもそんなに大きな畑が

必要だとかということではなくて、自分の家

の花壇だとか、花壇というかちょっとした庭

があれば置けることは置けますので、そうい

うこともできますし、電動生ごみ処理機の関

係であれば、家の中で水洗になっていればで

きるというようなことになるのかなという、

水洗というか、水洗でいいのかな、というこ

とになるのかなというように思っています。

そういうことで、やはり町が普及をしていく

よということで、こういう補助も出していま

すよということでやっておりますので、あと

個人の皆さん方が、住民の皆さん方が自分の

家でどうしようかなというのを考えていただ

くというような形になるのかなと思っていま

す。

そういうことで、普及を図っていくという

ことで補助金もつけておりますので、予算の

関係では、当然今の状況でいくと、そんなに

今住民の方からも要望が今ないということ

で、予算としてはそんなにつけていないと思

いますけれども、当然ふえてくればそれに応

じた予算というのも考えなければならないと

いうことになるのかなというように思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 今の町長の答弁聞い

ていると、自然成長的だというふうに思うの

ですよ。いや、本格的に行政が今２９０トン
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だかある生ごみ、想定される生ごみを半分に

減らそうというふうに、何というのだろう、

積極的な目標というか、努力目標というか、

掲げていないというふうに思えたのですけれ

どもね。だからそういう意味では、先ほど本

気度がどうなのかといったのはそこなのだと

思います。いろいろな啓発運動も含めて、こ

ういうコンポストがあります、使い方はこう

です、電動ごみの機械はこうです、こんな使

い方があります、こんなふうになりますとい

うようなことも含めて、いろいろ啓発しなが

らごみを減らすために協力していただきたい

ということを、もっとダイレクトにというの

でしょうかね、町民の皆さんに訴えていく取

り組みが必要でないかと思っているのですけ

れども、その辺はどうなのでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 生ごみを減らしてい

くという部分では、これまでも当然のことな

がら取り組んできているところでありまし

て、積極的なのか積極的でないのかという部

分は確かにあるのかもしれませんけれども、

ただ生ごみは、先ほどの答弁の中でもお話し

しておりますように、いろいろな部分でごみ

の量というのはやっぱり減量していかなくて

はならないよということで、その一つの方法

としてそういう生ごみとして、今は燃えるご

みですけれども、そういうことで出していく

という方法もあるし、それから自分の家で処

理をして堆肥になったりだとかというような

形でやることもできますよということで、そ

れで当然そういうコンポストですとか、それ

から電動生ごみ処理機、そういったものを、

こういうものがありますよと。それに対して

は町として補助を出しますよということで、

お話をさせていただいているので、それは生

ごみを減らすためにやっている事業でありま

す。そのことと、あとそれぞれの事情、家庭

の事情だとかいろいろありますから、私のと

ころではそれできませんとかというところも

あるのだというように思っています。そう

いったところは、そういう事情、それぞれの

事情の中でどの選択を選んでいくのかという

形になっていくのかなというように思うので

すよね。町から生ごみ減らすために電動ごみ

処理機全部入れなさいだとか、コンポスト使

いなさいだとかという、そういうようなこと

にはやっぱりなっていかないのかなというよ

うに思っています。

だからやはり住民の皆さん方が一人ずつ、

一人一人が生ごみを減らすために自分のとこ

ろではどうやってできるのかなというのを考

えていただいて、いろいろな方法選んでいた

だく。やっぱり家ではなかなかできないよと

なると、燃やすごみの中に入れざるを得ない

という形になるのかなというように思ってい

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 町長が言ってること

よくわかります。わかりますが、先ほど出し

た上勝町の話もそうですけれども、やっぱり

そこに住んでいる方の意識をどうやって変え

るかということだと思うのですよね。そのた

めに誰がやるかといったら最初は行政が投げ

かけなかったら動かないのだと思うのです

よ。もちろん民間の方、あるいは民間の会社

や企業が動いてそういうことをやるというこ

ともあり得ますよ。あり得ますけれども、例

えば足寄の場合だったらやっぱり行政がそう

いう問題提起を投げかける、こんなふうにす

ればこんなふうにできるよと。実際今これだ

けお金かかっているのですよと。これをここ

まで減らしたいのですけれども、そのために

は町民の皆さんの協力が必要なのですという

ところのやっぱりダイレクトな訴え方がやっ

ぱり必要だというふうに、私思ったものです

からね、それで自然成長的な取り組みなのか

どうかという言い方をちょっとして、ちょっ

と申しわけないですけれども、そんな話をし

ました。

当初、芽登のバイオマスセンターに生ごみ

入れるという予定がありましたよね。それが

できなくなったというのはどういうことで
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しょうか。できなくなったというか、しない

ことにしたというか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 芽登にバイオマスプ

ラントをつくるときに、足寄町のほうは生ご

みをそこで処理できないかということで、い

ろいろ検討をしてきました。その中で最終的

に結論としてはやっぱりそこにはちょっと難

しいなということになったわけなのですけれ

ども、大きな要因としてはやはり生ごみの収

集運搬をどうするのかというところです。今

収集して運搬していただいていますけれど

も、生ごみをまたさらに別に収集運搬しなけ

ればならないという形になるわけですので、

そうすると収集運搬にかなりのコストがかか

るというのがやっぱり大きな原因でありま

す。同じ場所を燃えるごみを集めて回るの

と、それとまた別に今度は生ごみを集めて回

らなければならないという形になりますの

で、同じところをまた別な車でまた集めて回

るということになると、かなり経費が二重に

なるという部分が一つあるということと、そ

れから生ごみの集め方もどうしようかという

ようなことでいろいろ検討しましたけれど

も、やはり今と同じように、以前と同じよう

に、生ごみの袋に入れて集めるということに

なると、今度はその生ごみを出さなければな

らない。袋のまま投入するわけにいきません

ので、出さなければならない。そうするとそ

の破袋機、袋を取り除く機械だとか、そう

いったものも当然必要になってくるというよ

うなことも含めて、いろいろな経費なども考

えていくと、やはりなかなかバイオマスプラ

ントにその生ごみを入れるというのは難しい

なという結論になって、芽登に持っていくと

いうのはやめることになったという経過でご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 単純に考えたらです

けれども、なぜこんな質問したのかというこ

となのですけれども、くりりんセンターに

持っていくよりは芽登に持っていったほうが

距離的には絶対に近いし、経費は変わるのだ

という単純な発想なのです。中札内行って聞

きましたら、中札内は障害者の授産施設とい

うのでしょうか、そこに委託をしているらし

いのですね。集めるのはどうやって集めるの

ですかと聞いたら、ごみステーションにバケ

ツみたいなのが置いてあって、そこにあけて

いくのだそうですね。それを授産施設の方が

集めて、そこで機械に入れて堆肥化すると。

ビニールだとか、プラスチックだとか、ホッ

チキスの針だとか、金属だとか入っているの

はそれはどうなりますかといったら、当初は

大変だったと言ってました。だけれども、最

終的には堆肥になったときに光が当たるとわ

かるのだそうですね。堆肥とビニールとか金

属というのは光り方が違ってすぐわかるのだ

と。それで取り除いて、町民の還元用として

１０キロの袋に入れて渡すだとか、あるいは

軽トラを持ってきて１台どっと持っていく人

もいるだとかね。更別は逆に機械のところの

投入口に村民が勝手に持ってきて、入れてい

くのだそうです。それも当初はやっぱり異物

混入で大変だったそうですけれども、今は大

丈夫みたいですね。そんなことがあったもの

ですから、くりりんに行くよりは芽登のほう

が近い。そこに持っていく方法がないかとい

うふうに考えて、なぜやめたのかなと。

最後に鹿追寄らなかったのはちょっと残念

なのですけれども、鹿追ではそれやっている

わけですよね。生ごみやってないですか。生

ごみ入れているというのは。それで、ちょっ

とわかりませんけれども、寄ってこれなかっ

たからわからないのですけれども、入れてい

るというのは前には聞いてましたから、入れ

ているのなら足寄でもできるのではないかと

いう思いがありまして、それで聞いたところ

です。（議長「答え要るのですか」と呼ぶ）

あれば。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今おっしゃられると

おり、本当は帯広まで持っていくのだったら
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芽登のほうがずっと近くて、仮に集めていっ

ても経費が安くなるのではないかだとか。

もっと言えば、一緒に集めていって芽登に置

いていってもらって、そしてその後くりりん

に燃えるごみ持っていってもらうだとか、そ

んな形にできないかなということで考えてい

たところなのですけれども、なかなかその車

に積む量だとかのことを考えていくと、一緒

に集めて持っていくだとかということはやっ

ぱりちょっと不可能だということになりまし

て、そうすると車が２台必要になってくる

と。収集するのに２つの、同じところを回る

のだけれども２台が必要だということで、経

費が二重になると。帯広に行くより芽登に行

くほうがちょっと近いから少しは安くなりま

すけれどもね。そういうようなことになっ

て、やはり経費的にもやっぱり難しいなとい

うこと。それから先ほど言ったような、ほか

にもいろいろと、生ごみを一緒にするという

部分でのいろいろな経費がまた別にかかると

いうこともあって、残念ながら断念したとい

う形になっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 富良野でのやつを見

ましたら、袋に入れてやっぱり生ごみ回収し

ているのですね。そして、工場というか何と

いうか、そこに処理のところに行くと、まず

は袋を破る装置があって、その後は金属探知

機みたいのがあって、そこで全部異物は処理

していくと。ただ問題の、わからなかったの

は、ビニールだとかプラスチックだとか、そ

ういうのはどうやって取るのだろうなとい

う、そこがちょっとわからなかったのです

ね。今なら光センサーか何かで全部区別でき

て、できる装置もあるのかなと思ったもので

すから、もしそれがあれば芽登でもそんなこ

とも可能なのかなと、初期費用はかかったと

してもずっと先のことを考えたら、くりりん

までは運ぶよりはずっと安く上がるのではな

いのかなと、単純にそう思ったわけです。

次行きますね。

ごみ出し困難世帯というのは今のところど

のぐらいあるのか、押さえているでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの質問

にお答えいたします。

ごみ出しの困難な方という意味では高齢者

ですとか障害者の方で、先ほど答弁でもお答

えしたとおり、認定等を受けている方という

捉えで生活支援が必要な方という意味では、

サービスを提供していると押さえております

が、今のところ、今ちょっと数字は押さえて

おりませんが、そのように提供しているとい

うふうに捉えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 介護保険の利用とは

別に、私の知ってる人もいましたけれども、

実際に歩けはするのですよ。だけれども、遠

くまで歩けないと。もちろんその方は介護認

定受けてませんよね。そのときに、答弁では

業者にお願いして有料でとありましたけれど

も、２０２０年度の国の方針でごみ出し困難

世帯がどのぐらいあるかというのを調べてな

ければ調べなさい、それには特別交付税５０

％出しますよと言っているのですよね。もち

ろんわかってるのだと思うのですけれども。

そういうのがあるから、きちんと調べていた

だいて、それを活用する方法はないのかなと

いうふうに思ったのですね。それで、困難世

帯がもしつかめてなければつかむための努力

をしてほしいと。それのためにも特別交付税

は使えるというふうになってますので、それ

も含めてやれないかというのがまず一つです

けれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） ごみ出しの困難世帯

の把握でありますけれども、現状の中ではな

かなかそういう今話をしたように、介護保険

ですとか、それから障害者の方のそういう制

度だとか、そういったもので対応していると

いう形で、そのほかの方でごみ出しが困難な
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方という部分ではきちんと把握をできていな

いという状況にはあります。ただ、なかなか

個別にごみ出しの支援をという部分では、な

かなか今段階では難しいのかなというように

考えているところでありまして、今そういう

ことで把握をしなさいというようなことで、

十分にどこまでが困難なのかといった部分な

ども含めて、本当にその把握がきちんとでき

るかどうかもちょっとわかりませんけれど

も、そういったこともについては今後の業務

の中でちょっと考えさせていただきたいなと

いうように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 町長の執行方針の中

で、時代の変化に合った福祉施策を進めるた

めには、ためにはないか、ため、福祉施設全

般の基本方針や目指すべき将来像を盛り込ん

だ第２期足寄地域福祉計画を今年度中に策定

し、ひとり暮らしのお年寄りや障害者が安心

して住み続けられる環境を充実させていくと

いうふうに、行政執行方針で述べられてます

よね。それが一つあるのと、もう一つは既に

帯広、音更、幕別、上士幌でこれやってるの

ですよね。だから管内でそういう事例はない

ということではなくて、もう既にやっている

自治体があるということが一つ。それから、

先ほど言いましたように、特別交付税措置が

５０％あるということなので、多分ですけれ

ども、まさかごみ出し困難世帯が１００世帯

もあるなんてことはないでしょうからね、そ

んなにお金もかけないで、今町長が言われた

行政執行方針のお年寄りや障害者が安心して

住み続けられる環境をつくるために一歩近づ

けるのではないかという思いがありまして、

具体化できないかという、もう一度伺ってお

きます。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 今他町村の状況

をお話いただいたところだったのですけれど

も、こちらのほうでも例えば帯広市さんの収

集のサポート事業というものはちょっと把握

しておりますけれども、対象者は要介護認定

とか障害の方とか、ほとんど介護認定を、各

サービスを使えるような方なのかなというふ

うに思っています。

今足寄町は以前はごみ収集の日が曜日が決

まってなかったものですから、ヘルパーさん

の訪問等が定期的にその日に合わせてするよ

うな対応がなかなか厳しいということで、困

難な方が結構課題として上がっていたのです

けれども、今年度からはごみ収集の日が曜日

で決まるということで、ヘルパーさんの対応

も非常にしやすくなったということで、その

課題はかなり解消されていると思っていま

す。

先ほどおっしゃったような認定を受けてな

いような方というのは、御近所の方がお手伝

いしていただいているとか、老人クラブで支

援をしていただいているというようなお話も

聞いておりまして、そういう意味では御近所

の支援、共助のような部分も非常にありがた

いですし、まずはそういう御家族の方、御近

所の方が支援していただけるのが非常にいい

のかなというふうに思っています。

また、地域福祉計画においてもいろいろな

そういうような高齢者の方とか、障害の方も

含めた全体の地域福祉を向上させるというこ

とで計画をしておりますけれども、全体計画

ということでこういう細かいことまでは載せ

てはおりませんけれども、今現在は先ほど

言ったようなヘルパーさんで対応できている

ということもありまして、これがこれから先

高齢者もふえていきますので、介護人材だけ

では対応できない時代がやっぱりもうすぐ来

るのかなというふうには思っています。それ

に向けては、地域で足りないサービスを今検

討して、どのように検討していくかというの

もありますけれども、検討して実現化させて

いくというようなことはこれから取り組んで

いかなければいけないことかなというふうに

思っています。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。
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○５番（田利正文君） 今福祉課長が言われ

てましたけれども、高齢化が進んでいって介

護認定がどんどんふえていくと。介護認定を

受けて、ごみ処理、ごみ出しといいますか、

支援をするのと、今私が言ったごみサポート

支援するのと、どちらが経費かかるでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） お答えします。

ちょっとそのような比較はしたことないで

すけれども、通常ですと介護サービスは介護

サービス、障害サービスというのは国の基準

に基づいて実施しますので、例えばＮＰＯさ

んとか地域の方がやっていただけるような自

主的なサービスのようなほうが通常は安いの

かなというふうには想定はしますけれども、

今介護サービスを入れるといっても、ごみを

捨てに行くだけではなくて、例えばほかのお

掃除ですとかお料理ですとか、そういうもの

とあわせてごみを捨てるようなサービスの組

み方をしていると思ってますので、それだけ

に対応はしているわけではないと思っており

ます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） わかりました。

今の件については、しかるべき時期が来た

ときまたちょっと検討してみてほしいという

ように思います。

質問の最後になりますけれども、町長に総

括的にちょっとお伺いをしたいというふうに

思ってます。

前文で大きな話から書きましたから、お前

が話せばいつもそういうばかでかい話ししか

しないのかと言われそうですけれども、だけ

れどもそれも全部つながってきて足寄町につ

ながっているという思いでいますので、最後

のお話を聞きたいと思います。

新中間処理施設整備基本計画、これは循環

型社会形成推進基本法、同じくその交付金を

使って建設されるというふうに書いてありま

す。３Ｒ、リデュース、リユース、リサイク

ルも掲げてはいますけれども、環境に負荷を

かけない取り組みなされているのかといえ

ば、私はノーだと言わざるを得ないと思うの

ですね。今の社会の至るところで掲げている

字面と実際の動きとが違うというのがものす

ごく多くあるというふうに、私思うのですよ

ね。例えば、ごみの焼却炉ですけれども、ア

メリカでは１６８カ所、フランスでは１００

カ所、日本では１,４００カ所あるのです、

焼却炉が。フランスの１４倍です。フランス

の面積と日本の面積、私は比べてませんけれ

ども、少なくても１,４００というのは

ちょっと異常だというふうに思うのですよ

ね。

２０１５年に採択されたパリ協定では、世

界の平均気温を産業革命前と比較して１.５

度に抑制する努力目標を設定しました。２１

世紀後半までに人間活動による温室効果ガス

の排出量を実質ゼロにするという方向を打ち

出しました。スウェーデンの１７歳のグレ

タ・トゥーンベリさんが「一番危険なのは行

動しないことではなくて、政治家や企業家が

行動しているように見せかけていることだ」

と、「私たちは大量絶滅の始まりにいる」と

いうふうに訴えて、その言葉が世界の若者た

ちに共感を与えました。これに対してトラン

プさんは何と言ったかというと「全くばかば

かしい、落ちつけ、グレタ、落ちつけ」、ブ

ラジルの大統領は「小娘」と言いました。

プーチン氏は「現代の社会が複雑多様である

ことを誰も彼女に教えてない」、日本の環境

大臣は「大人に対する糾弾に終わってしまっ

ては未来はないと思う」というコメントをし

ています。私自身の感想は、ばかばかしい、

現代の世界を理解していない、未来はないの

はどちらかということは明らかでないかとい

うふうに私は思います。１７歳の若者の真剣

な訴えを聞く耳を持たない、持てない政治家

のほうにこそ問題はあるのだと私は思いま

す。私はパリ協定の立場で足寄で何ができる

かという細かい話ですけれども、そういう視

点で質問をしているつもりですが、この点に
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ついては町長はどう考えるか。

それから、２９年７月２８日に第１回の新

中間処理施設整備検討会議以来、１８の市町

村の首長、議長が参加しているのだと思いま

すけれども、富良野流に言えば、ごみは燃や

さない、埋めない。上勝町流に言えば、ごみ

ゼロを目指すということになるのでしょうけ

れども、こうした視点での意見とか議論とい

うのはなかったのでしょうか。それぞれ住民

の暮らし、健康を守るという行政のトップ、

議会のトップの方々が参加していて、施設が

完成すれば今後３０年間ごみを燃やし続ける

ことに関して、何の疑問も持たなかったの

か。あるいは、対案を示す人はいなかったの

かということをちょっとお聞きしたいと思い

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） まず最初に小さな話

から。先ほどの特別交付税措置の関係なので

すけれども、これについてはやはり介護保険

ですとか障害者、そういった方たちを対象に

としての交付税措置であるということであり

ますので、それ以外の方たちの分は該当に

なってないような形になっているようであり

ます。

それから、焼却施設の関係でありますけれ

ども、全てのごみを燃やすということではな

いということで、まず御確認をいただきたい

なというように思っています。

足寄町でも１７品目に分別してごみの収集

をしております。上勝町みたいに３４品目だ

とかというような、そんな多くはありません

けれども、１７品目に分けて、その中で燃え

るごみ、それから埋め立てるごみ、そしてあ

とは資源ごみということで、そういう分け方

になっておりますので、全てのごみを燃やす

という、そういう考え方ではないということ

をまず御理解いただきたいなというように

思っております。

そういった意味で、足寄町の場合、昨年の

３月までは三町で、池北三町でごみの処理を

しておりましたけれども、そのときはやはり

埋め立てでありました。埋め立てということ

になると、どうしてもやっぱり埋め立てをす

る、そういう施設が必要になりますし、そう

いう施設、どこかにはやはり設けなければな

らないということになります。これを焼却を

しないでそのまま埋め立てをするということ

になると、かなり大きな施設が必要になって

くるということであります。したがって、燃

やせるごみについては一定程度燃やしてごみ

の量を減らすという、減らして埋め立てると

いう、そうやってしないと、埋め立てる場所

がどんどんどんどん大きくなってしまうとい

うことになるのかなというところでありま

す。そういった意味で、一定程度焼却施設と

いうのが今必要になっているのではないのか

ないうように思うところであります。

埋め立てのごみも当然ありまして、その分

と合わせて焼却したときの残った灰みたいな

ものですかね。そういったようなものを一緒

に埋め立てる施設も必要になると。その埋め

立てする施設もやはり一定の期間が来るとや

はりいっぱいになるわけですから、そうする

とまたどこかに必要になってくるというよう

な、そういうことになるのかなと。それが焼

却をしないで全てが全てリサイクルなり再使

用ができれば、全然問題はないのかもしれま

せんけれども、やっぱりどうしてもできない

ものがあるということなのだというように

思っております。

先ほど議員おっしゃられた上勝町でも２割

ぐらいがやっぱりどうしても残ってしまう

と、そういうことなのだというように僕は

思っているところであります。

あとその残りの分ですね。資源で再利用で

きるもの、再活用できるようなものについて

はやはり再利用していく、資源として回収を

して再利用していくというのがやっぱり必要

なのだろうというように思っているところで

あります。

そういうことで、やはりもちろん焼却施設

がなくて、ごみをゼロにして燃やさなくても

済むということになればやっぱり、そういう
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ことができるようになれば、当然のことなが

ら必要ないのかなと思いますけれども、今段

階ではどうしても、焼却施設も大きさだとか

いろいろありますけれども、今段階ではやっ

ぱり最低限燃やさなければならないごみも

やっぱり出てくるのかなというところで、必

要な施設になってくるのではないのかなと考

えているところであります。

２つ合わせての答弁で、ちょっと必要な

話、必要な部分全部含まさっていたかどうか

わかりませんけれども、以上、私としてはそ

ういうような感じ、考え方であります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 今町長の答弁、私も

同じ考えを持ってます。例えば、ごみをつく

る段階からなくすという取り組みが国全体、

あるいは地球レベルでは世界各国になるので

しょうけれども、生産段階でごみにならない

ものをつくるというふうに、そういうに法律

ができて規制でも変わらない限りは無理です

よね。どんどん上からつくられてくるのだか

ら、それを足寄町に来たやつで足寄町で最終

処理をしなければならないということ自体が

私は矛盾だと思っているのです。だから上か

ら直さなければだめだと思うのですけれど

も、それはそう簡単にいかないと思ってます

けれどもね。ただ、上勝町の方とお話をして

いて、こんなことも話されたのですけれど

も、毎年世界でどれぐらいごみ出ているか

知ってますかというのですよ。２１億２,０

００万トン。ピンと来ません。４０トント

ラックに乗せると、地球を２４回する分ぐら

いになるのだそうです。それぐらい毎年出て

いるのですよという話なのです。だから、私

たちの小さな町の取り組みが、今世界中にそ

ういう仲間を広めようというふうにやってい

るのだけれども、決して無駄ではないと。そ

して、今日本の自治体の中でも上勝町と足を

そろえてやっている自治体がふえてきている

のですね。そして、私がびっくりしたのは最

終処分で処理できない水銀、体温計だとか水

銀入ってますね。あれだとか、蛍光灯、北海

道の北見に来ているのですよ、上勝町から。

イトムカ鉱業所とありましたよね、昔。そこ

の跡にできている会社があるのですね。本社

は東京なのですけれども、そこで水銀を処理

していると。その会社は世界的にも結構でか

くて国連のそういう環境団体と契約をしてい

て何国か、世界の何カ国と契約をして、そこ

の国の水銀を集めて収集する、処理するとい

う仕事もしているのですね。そんなことも改

めて知ったのですけれども。やっぱり最終的

には、何というのでしょうか、全十勝のごみ

を燃やす、全部ではないと町長言ってました

けれども、燃やすごみを少なくても半分に減

らせられたらもっと違いますよね。だから、

２８５億円、解体費用も含めたら３００億円

超えるのではないかと言われている新しいく

りりんセンターをつくるという計画なのです

けれども、それも当初考えてからちょっと今

ずれ込んでますよね。というのは、住民に説

明全くしてないのですよ、地元の住民にも。

それで説明会やっていろいろな批判が起き

て、足寄でも説明会やるようになりましたけ

れどもね。本当にくりりんセンターをどうす

るかというところの住民説明と住民合意が

あって、こんなに巨大でなくてもうちょっと

小さくてもいいのでないかということを、本

当にそこに参加している首長さんや議長さん

含めて、我が町でこういうふうにすればごみ

減らせるという議論がもっとされていれば、

もっと違った提案になるのでないかという気

がしたものですから、こんなことを最後にお

聞きしたわけであります。もし何かあれば、

これで終わりたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

田利議員から今回ごみの質問いただきまし

たので、私も上勝町のホームページだとかい

ろいろ見させていただいて、ごみの、それこ

そ上勝町の四国から北海道までごみが来て、

ごみがというか、処分できないから来るので

すけれども、処分できるところに来るという
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ような、そういうのも見させていただきまし

た。そういった意味で、上勝町、非常に先進

的に取り組んでいらっしゃってすごいなとい

うように思ったのですけれども、やはりなか

なか、世界を見てもやっぱりそういう運動が

広まってきているよということなのですが、

なかなか日本の中では、ではどれだけ広がっ

ているのかというと、決してそんなに多い数

ではないということなのですね。やっぱり日

本の今の中ではなかなか、上勝町がやってい

る取り組みというのがなかなかまだまだ浸透

し切れていない部分なのだろうというように

思っています。やっぱり今田利議員おっしゃ

られたように、やっぱり生活していく上では

必ずごみが出てくる。そして、リサイクルで

きるようなものもあるけれども、どうしても

やっぱり燃やさなければならないだとか、埋

め立てなければならないだとかというごみが

どうしても出てくるという状況の中で、やは

りそういう焼却施設も必要ですし、埋め立て

施設も必要ですし、人間が生活している上で

は必ずごみが出てくる今の状況ですから、そ

ういうものは必要なのだよということなのだ

というように思います。

あとはやはりその施設をなるべく小さくお

金をかけなくて済むようにするためには、そ

れぞれの町でそれぞれの住民の皆さんと一緒

にごみを減らしていくという、そういう取り

組みはこれからも必要になってくるのかなと

いうように思っているところであります。

処理場についても、どんどんごみ出してく

ださいということではなくて、やはりごみの

減量化というのはこれまでもずっと取り組み

をしていますし、これからも取り組んでいか

なければならない、そういう課題なのではな

いのかなというように考えているところであ

りますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

これにて、５番田利正文君の一般質問を終

えます。

次に、１１番木村明雄君。

（１１番木村明雄君 登壇）

○１１番（木村明雄君） それでは、議席番

号１１番、議長のお許しをいただきましたの

で、我が町の観光と浴場施設問題について、

質問をしたいと思います。

足寄町の基幹産業は農業と林業であります

が、街の中の活性化を図っていくのは何と

いっても商業であります。時の流れはとは言

いながらも、近年空き地や駐車場が多くなり

シャッターがおりた店舗も目立つようになり

ました。

我が町の観光については、オンネトー茶屋

にかわる建物が建設される計画であります

が、順調に営業されるようになっても、足寄

町のＰＲにはなっても大きな経済効果は期待

できないものと考えます。

近年観光客の流れは大きく変わり、帯広か

ら本別を通り釧路方面へ抜けております。一

方、足寄方面へ向かってくる国道２４１号線

と２４２号線重複国道は現在足寄の道の駅あ

しょろ銀河ホール２１を通過しております

が、医療、物流、それらを考えると、近い将

来必ず足寄から陸別方面へ高速道路が開通す

ると考えなければならないわけであります。

近い将来、１０年先または１５年先かはわか

りませんが、そのころは地方交付税も減少

し、当然人口減少も進み、町財政は厳しい一

途をたどり、大きな事業を計画しても一向に

前へ進まない、または進めなくなる可能性が

あります。そこで、今までの懸案事項であっ

た事業を施行、促進していくのは今しかない

と私は考えるわけであります。

また一方、管内で大きく変貌していること

があります。それは帯広から足寄までの区

間、国道２４１号線沿い、音更町は新しい道

の駅を計画、建設進行中と聞いております。

士幌町は平成２９年にリニューアルオープン

されました。そして、上士幌町については現

在建設中であり、５月下旬にはオープンする

と聞いております。

足寄町は道の駅が開業オープンして約２０
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年が経過をしております。少々古い建物だけ

におくれをとりますが、ここで一番大切なこ

とは場所、建物、環境、それらを考慮し、そ

の町の魅力を生かした集客力だと考えます。

そこでお伺いをいたします。

１つ、年間足寄町に訪れる観光客数はどれ

ほどなのか。

２つ目、音更町、士幌町、上士幌町、この

三町が現在道の駅新設に力を入れているわけ

でありますが、我が町の道の駅についてはど

のように考えているのか。

３つ目、議会側も公衆浴場施設に関する調

査特別委員会を設置し、１２月から１月にか

け慎重審議のもと５回議論したわけでありま

すが、浴場建設に関し絶対反対との委員はい

なかったわけであります。大変必要な浴場で

はあるが、予算の関係もあり慎重な報告に

なったわけであります。これから先は町長の

考え方、行動力ひとつであります。

我が町の集客力について、場所、建物、環

境について考えますと、あの道の駅が一番適

地と私は考えます。今やらねばいつできる、

わしがやらねば誰がやるという言葉もありま

すように、ここで渡辺町長に大きな期待をし

ているところであります。

足寄道の駅は温泉がある、他町とは違う差

別化を図った道の駅にしていかなければなら

ないと私は考えるわけでありますが、町長の

所見を伺いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 木村議員の我が町の

観光と浴場施設問題についての一般質問にお

答えいたします。

１点目の年間足寄町に訪れる観光客数につ

いてですが、十勝総合振興局に報告をしてい

る足寄町の主な観光施設等における観光客入

り組み数調査から、平成２８年度は４６万

２,２００人、平成２９年度は５１万６,２０

０人、平成３０年度は４８万８,０００人と

なっております。

２点目の我が町の道の駅についてですが、

足寄町には足寄湖とあしょろ銀河ホール２１

の２つの道の駅があります。

あしょろ銀河ホール２１は、ふるさと銀河

線の鉄道駅として平成３年に建設され、廃線

を控えた平成１６年に道の駅として登録され

た比較的古い道の駅であります。時代の変化

に伴い、道の駅に対する利用者のニーズも多

岐にわたってきたことから、平成２２年及び

２３年に本体を全面改修し、北側駐車場に多

目的交流施設、平成２３年に南側駐車場に交

流物産館寄って美菜、平成２８年にはチャレ

ンジショップを設置しております。

将来に向けて、施設周辺の利用者の規模に

合わせながら、施設の老朽化等の対策も含め

道の駅の機能向上を図ってまいりたいと考え

ております。

３点目の道の駅に浴場施設をについてであ

りますが、議員仰せのとおり、道の駅に温泉

を整備できれば道の駅の魅力が一層高まり、

集客力が高まるものと思っております。

一方、浴場整備につきましては、浴場設置

に関する調査特別委員会所管事務調査報告書

の内容を踏まえ、改めて役場内に設置した浴

場に関する検討会において、設置場所や施設

規模、イニシャルコストやランニングコスト

等について、幅広く検討を進める必要がある

と考えております。

新型コロナウイルスに係る対応が落ちつい

た後、身の丈に合った施設整備等の基本的な

方向性について、議会にも相談させていただ

く必要もあると考えておりますので、御理解

を賜りますようお願いを申し上げ、木村議員

の一般質問に対する答弁とさせていただきま

す。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

１１番。

○１１番（木村明雄君） 大体わかってきま

した。お客さんというか、観光客は４８万人

もいるということでございます。

まずは現在新型コロナウイルス感染症で世

界中が大変な状況下の中、日本でも特に北海

道が１００人を超える感染者になり、緊急事

態宣言が出され、大変な状況下になっており
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ます。

私はこの質問について、するかしないか、

大変迷ったわけでありますが、昨年の今ごろ

でしたか、私の後援会、または町民との約束

もあり、このたびこのコロナウイルス感染症

が一日も早く終息に向かうことを願い、あえ

て質問することにいたしました。そこで、お

伺いをいたします。

高速道、道東道についてお伺いをいたしま

す。

現在、足寄から陸別までの高速道路につい

てはどのように進んでいるのか。また、高速

道路期成会もあると聞いておりますが、関係

者として町長もその一員なのか、お伺いをし

たいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

高速道路の関係でありますけれども、足寄

から陸別までの区間についてはまだ当面着工

しない区間となっておりまして、陸別から今

小利別の間、ここが今工事をしている区間と

なっています。どの程度の進捗率になってい

るのか、ちょっとはっきりはわかりませんけ

れども、今国道からなかなか見えないので、

どんな工事がやられているのかわからないと

いう状況もありますけれども、開発のほうか

ら今、橋ですとか道路ですとか、そういった

ものをやってますよということで、写真など

も見せていただきながら報告をいただいてお

ります。そういう意味でいくと、まだ何年か

かるかわかりませんけれども、もうしばらく

陸別までの区間については時間がかかるのか

なというところであります。ちょっと進捗状

況がわかれば、本当は一番よかったのですけ

れども、ちょっとどのぐらい、何パーセント

ぐらいいってるのかと、そこはちょっとわか

りません。

それから、期成会がございまして、これは

高速道路の、北海道の高速道路の期成会とい

うのがあって、それから道央道の期成会とい

うのがあって、それから道道の中でも十勝の

期成会、北見の期成会という、合わせると全

部で４つぐらいあるのですね、期成会ござい

ます。その中で私も、町長も、足寄町長もそ

の役員となっておりまして、いろいろな要望

等ありましたら、そういったときには一緒に

参加をして、高速道路の推進について要請を

していくという形になっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、次の質

問をいたします。

オンネトー茶屋の建物の進捗状況はどうな

のか。そしてまた、大きさ、収容人数、それ

から集会または研修ができるようになるの

か、その辺ちょっとお伺いをしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今木村議員おっしゃっている内容ですけれ

ども、茶屋にかわるものということで、本年

度環境省の補助事業を活用して調査設計をい

たしております。内容については、オンネ

トー新休憩舎建築工事調査設計業務という形

で、工期が８月１日から令和２年３月６日に

業務を完了しております。

この業務内容というか、業務委託におかれ

ましては、今言っていました建設位置だとか

規模だとか、そういうのも含めて、オンネ

トー魅力創造委員会のメンバー並びに環境省

の釧路環境事務所の担当者との意見を交換し

ながら進めさせていただいております。規模

的なものについては面積、全体で延べ面積に

なると思うのですけれども、約１７３平米で

すか、という形の中の規模になってきており

ます。用途につきましては、軽食等できる部

分の厨房だとか、そこに伴う管理室、あとは

いわゆる展示とか休憩したりするところ、

ちょっと最終的にはまだレイアウト的なもの

はまだ面積等把握しておりませんけれども、

そういうような形の中で規模が決定という

か、そういう形の中で進めてきております。
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この調査設計業務、業務完了するととも

に、今後についての建設等についてはまた同

じく環境省の事業を活用しながら進めるとい

うこともあるし、それに伴う事業申請の手続

だとか、建設工期、オンネトーというところ

につきましては冬場いろいろと交通規制等も

ありますので、その辺を考慮しながらいろい

ろと調査を進めていくことを前提に今後、行

政執行方針の中にも触れているのですけれど

も、６月以降の議会のほうに予算提案をさせ

ていただく予定というふうな形で進めさせて

いただくということであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、次に質

問をいたします。

本日町長の行政報告もありました。また、

足寄町のまち・ひと・しごと創生総合戦略別

冊冊子も本日ありました。私もちょっとまだ

これについては詳しくは読んではおりません

けれども、そこでお伺いをしたいと思いま

す。

足寄町の行政について、これであります

が、現在またはこの近年余裕を持って進むこ

とができるのか、それから余裕はないがやり

くりしたらできていくのか、それとももう本

当に悪いのか、その辺ちょっとお伺いをした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今後の財政状況ということなのだというよ

うに思いますけれども、ことし新年度の予

算、この後また審議をいただくような形にな

りますけれども、９０億円ぐらいの予算とし

ております。財政的な状況でいけば、町の町

税については約９億円ぐらいでありますし、

交付税それから町債、そういったものを含め

て９０億円ぐらいの予算が今回つくれたかな

というように思っていますが、全体として考

えていくと、やはり経常経費がかなりふえて

きているのかなというように思っています。

そういった意味では、なかなか自由に、自由

に使えるといったら変ですけれども、町のい

ろいろな政策の中で使えるお金というのはだ

んだんやっぱり減っていく状況になるのかな

というように考えています。

そういった意味で、今後はやはり予算とし

てはやはりいかに効率的に使えるか、削減で

きるところは削減して、いかに効率的に使っ

ていくのかという形で事業を進めていかなけ

ればならないというように思っています。

全体としては、財政調整基金、予算をつ

くっていく上である程度予算のやりくりだと

か、そういった部分ができる財政調整基金の

部分がやはりだんだん減ってきているという

のも、これ実態としてあります。そういうこ

とを考えていくと、経常経費がふえてきてい

る、財政調整基金もやっぱり少し少なくなっ

てきている、そういう部分でいくと、少し窮

屈な予算になっていくのかなという思いはあ

ります。

ただ、基金についてはそのほかの目的基

金、そういったものがありますので、その目

的に応じた取り組み、そういったものは、ま

だそういった意味ではできるのかなというと

ころであります。

総体的に考えていくと、決して、今の国の

コロナウイルスでかなり国も予算をきっと使

うのだろうというように思っていますし、国

の財政もかなり厳しくなるのだろうなと。そ

ういうことを考えていきますと、今後の町税

も含め、それから交付税も含めて、この後の

先行きというのはなかなか見通せない部分も

ちょっとあるのかなといったところで、そん

なに厳しくはないですけれども、やはり少し

厳し目にやっぱり見ていかなければいけない

のかなという情勢かなと。なかなかきちんと

した答えになってないかもしれないですけれ

ども、そういうような状況なのかなというよ

うに考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） これについては現



― 36 ―

在、そしてまたこの近年について今伺ったわ

けであります。

これから先に向けて、できればこれも聞い

ておきたいなと思うのは、これから先７年

先、１０年先、そしてまた人口の動向はどう

なのだ、その辺についてもちょっとお聞きし

たいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 人口についての御質

問でございますけれども、人口はやはり少し

ずつ減っていくというのは、これは間違いな

いかなというように思っています。自然減、

亡くなられる方がやっぱりかなりだんだん多

くなってきて、生まれる方が少ないというこ

とがやっぱり近年大きくなってきているかな

ということでありまして、その差というのは

やっぱりだんだん大きくなっていくかなとい

うことで、自然減が多くなっていくというこ

とであります。社会増減でいきますと、やは

り転出される方が多くて転入されてこられる

方が少ないという状況です。ですから、トー

タルするとやっぱり人口はマイナスになって

いくということであります。いろいろな施策

を打ちながら、なるべく人口減少のスピード

を緩めていく、抑制していくという、そうい

う取り組みをやはりこれからもしていかなけ

ればならないと考えています。

ただ、やっぱりこの先を考えていくとやは

り今６,７００人ぐらいの人口ですかね、こ

れがどんどんやっぱり減っていくのは間違い

ないということで、１０年先何人ぐらいに

なっているか、なかなか想定できませんけれ

ども、なるべく人口減少を抑えていく、そう

いう取り組みを今後もしていかなければなら

ないと考えているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） わかりました。

ここで浴場について、特別委員会も開いた

形の中で進んできたわけなのだけれども、こ

こでＢｉｒｔｈについて、浴場問題がありま

したが、その後進展はしているのかどうなの

か、ちょっとわからない。そして先ほど町長

のほうからも、これについては挨拶があった

わけだから、これについては理解はするわけ

なのだけれども、ちょっと何というかな、進

んでいく状況というのか、それについて

ちょっとありましたらお伺いしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

浴場の関係でありますけれども、１２月に

提案というか、皆さんに御提案させていたた

だいた部分のＢｉｒｔｈ４７からの提案につ

いては、特別委員会の中で報告いただきまし

たし、それからＢｉｒｔｈさんともいろいろ

と話をしておりますけれども、Ｂｉｒｔｈさ

んのほうではそういうことであれば今回につ

いては、何というのですかね、遠慮したいと

いうのか、やめさせていただくということで

お話をいただきましたので、そこの部分につ

いては全く白紙になったのかなというように

思っています。

そういったことで、やはりそうなると当初

の役場の庁舎内で検討してきた内容だとか含

めて、また再度検討を進めていかなければな

らないという形になるのかなというように

思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） わかりました。

それでは、最後に渡辺町長も首長になり１

年がたとうとしております。そこで、今後の

足寄町はどうあるべきか、そしてまたこれに

ついての思い、総体的な足寄町についての思

いというか、それらについてお伺いしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

もう少しで本当に１年が経過するという時

期となりましたけれども、なかなか本当に自

分としては十分できてきているのかどうなの
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かというのはなかなか判断ができないという

か、評価としては非常によくはないかなとい

うように思っています。

そうはいっても、足寄町を今後どうしてい

くのかといった部分では、先ほど総合計画と

それから総合戦略についても報告をさせてい

ただいておりますけれども、やはり今後の足

寄町を少しでも活性化できるような、人口

も、先ほども言いましたようにちょっと減少

していくような状況ですよということですけ

れども、少しでも人口減少を抑えていく、そ

して地域の中の活性化が図れるような、そう

いった取り組みを今後もしていかなければな

らないというように考えております。

それから子育て支援、そういった部分で、

人口減少を何とか抑えていくといった部分で

やはり子育て支援ですとか、そういったこと

が今後も必要ですし、それから今後必要に

なってくるのは若い人たちの支援、一旦外に

多分大学だとか専門学校だとかいろいろとい

うことで、足寄町から高校卒業した後出てい

く方たちが多いと思うのですけれども、そう

いう人たちがやはり足寄町に帰ってこれるよ

うな、そういったまちづくりをしながら、

帰ってきた人たちの支援というものもやはり

必要になってくるというように思っていま

す。そういった部分が、そういうことで少し

でも人口減少を抑えられるような形になれば

なというように思っています。

それから、高齢者の皆さんについても、や

はり住みなれた足寄町でいつまでも暮らして

いける、先ほどごみの問題だとかもいろいろ

とありましたけれども、いろいろな課題が

やっぱりまだまだあるのだというように思っ

ています。やはり町だけで、役場だけででき

ないものもいっぱいあるのかなというように

思っておりまして、やはり地域ぐるみで取り

組んでいただいて、高齢者の方たちも、本当

に若い方たちから高齢者の方たちまで、みん

なが安心して足寄で暮らし続けていくことが

できる、そういうまちづくりをやはり続けて

いかなければならないのかなと、こう思って

いるところであります。

全般的にここということではないですけれ

ども、やはり皆さんが暮らしやすい、そうい

うまちづくりを進めていきたいというように

思っているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 最後の思いをいた

だきました。

町長の執行方針にもありますように、町民

が今まで苦労したけれども、足寄町に住んで

いてよかった、今は幸せですと言える、そん

な町にしていただきますよう期待し祈念を申

し上げて、一般質問を終わりたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） これにて、１１番木

村明雄君の一般質問を終えます。

ここで暫時休憩をいたします。

２５分まで休憩をいたします。

午後 ２時１１分 休憩

午後 ２時２５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

次に、４番榊原深雪君。

（４番榊原深雪君 登壇）

○４番（榊原深雪君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

て質問をさせていただきます。

緊急通報装置システムについて。

第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画では、「いくつになってもひとりになっ

ても安心して暮らせる愛のまち」を目指し

て、福祉サービスの充実に取り組んでいきま

すとありました。この中で、生活支援サービ

スとして緊急通報装置システムがあります。

このシステムは、おおむね６５歳以上のひと

り暮らしの高齢者または身体障害者のいる世

帯等に急病や災害時等の緊急時に迅速かつ適

切な対応を図るため設置するとあります。今

後、高齢者世帯の増加が見込まれることか

ら、この緊急通報装置システムの必要性が高

まっていくものと考えます。
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このことから、本システムの現状と評価、

課題、そして今後の計画についてお伺いしま

す。

①緊急通報装置から通報され設置効果が発

揮された件数は、設置が開始されてからどれ

くらいの件数がありましたか。

②第７期高齢者福祉計画では、緊急通報シ

ステムの現状では約１００世帯に端末機を設

置しているとありましたが、現在の設置すべ

き対象世帯のうち、設置している世帯はどれ

ぐらいの設置率になりますか。

③今後、高齢者がふえていくことから、高

齢者と同居する世帯がふえることが推測され

ます。農業者や自営業者などでは、高齢者と

同居していて家から離れて仕事をしている場

合、緊急通報装置設置システムが必要とされ

るが、どのようにお考えですか。

④第７期計画の課題と評価では、人感セン

サーがついていない機器を使用しているた

め、ひとり暮らしの高齢者の見守りが十分で

はないとありました。それで、人感センサー

つきの緊急通報装置が必要とされる方と要望

は何件くらいあると思われますか。

⑤緊急通報装置システムを必要としている

世帯の希望調査を行い、高齢者が安心できる

計画を作成し実施していくことが大切だと思

います。現在の機器を更新することで設置率

が向上するとお考えですか。

⑥第８期に向けて、緊急通報装置システム

の計画をどのように進めていくのか伺いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 榊原議員の緊急通報

システムについての一般質問にお答えいたし

ます。

本町の緊急通報システムにつきましては、

オペレーターとして看護師等を配置する安全

センター株式会社へ、機器のリース、設置・

撤去、保守管理作業、通報受信業務を一体的

に委託し運営しており、利用者からの通報は

オペレーターが２４時間体制で対応し、必要

に応じて所管の消防署へ通報する流れになっ

ております。

そこで、１点目の緊急通報装置から通報さ

れ、設置効果が発揮された件数についてです

が、緊急通報装置設置事業開始から２０年以

上経過しておりますことから、直近の件数を

申し上げますと、平成２５年から平成３０年

度までの間で受信した正報は合計７１件、年

平均１２件程度で、そのうち救急搬送に至っ

た件数は合計６１件、年平均１０件程度と

なっております。

２点目の設置すべき対象世帯に対する設置

率についてですが、緊急通報装置は足寄町緊

急通報装置設置事業運営要綱に基づき、設置

希望のある世帯から申請を受けた後、町が設

置の可否を決定することとしていることか

ら、設置すべき対象世帯という把握は行って

おりません。

なお、本人申請のほか、随時民生委員等か

ら緊急通報装置を設置したほうがよいと思わ

れる世帯の情報をいただき対応しており、本

人が希望せずに設置に至らないケースが年間

に数件程度ありますが、本人が希望する場合

はほぼ１００％の割合で設置をしておりま

す。

３点目の高齢者と同居していて、農業者や

自営業などで家から離れて仕事をしている世

帯への緊急通報装置設置についてですが、緊

急通報装置設置の対象者は町内に居住するお

おむね６５歳以上の者で、１つ目にはひとり

暮らし世帯及び高齢者のみの世帯、並びにこ

れに準ずる世帯に属する高齢者。２つ目には

健康状態、身体状況または日常生活動作に支

障のある者。３つ目にはその他町長が特に必

要と認めた者と定めており、榊原議員が想定

されておられる日中独居のために見守りが必

要と思われる世帯につきましては、１つ目の

ひとり暮らし高齢者等に準ずる世帯に該当す

ると考えますことから、設置を希望される場

合は申請していただきたいと思います。

４点目の人感センサーつきの緊急通報装置

が必要とされる方と要望は何件くらいあると

思われるか。５点目の現在の機器を更新する
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ことで設置率が向上すると考えるかという御

質問ですが、自宅内で心筋梗塞や脳梗塞等に

より突然倒れるリスクは誰でもあると思われ

るため、必要とされる方というくくりでの把

握は難しいものと考えております。また、人

感センサーつきの緊急通報装置を運用してい

る自治体もありますが、現在使用されている

機器では誤報が多いのが課題であり、本町に

おいても現時点での導入は難しいものと考え

ております。今後、精度が高く誤報の少ない

人感センサーつきの緊急通報装置が開発され

た場合は、独居の高齢者等の安否確認に有効

と考えますことから、必要な環境や費用も含

めた導入可否と、どのような方を対象とする

のか等を検討していきたいと考えておりま

す。

６点目の第８期足寄町高齢者保健福祉計画

に向けて、緊急通報装置システムの計画をど

のように進めていくのかという御質問です

が、これまで同様福祉課職員の訪問の際や民

生委員、町内ケアマネジャーとの連携、自治

会回覧等により緊急通報装置についての周知

を図り、緊急通報装置設置を希望する方が申

請できるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、現在使用している機種に限

らず、よりすぐれた緊急通報装置についての

情報収集も行い、「いくつになってもひとり

になっても安心して暮らせる愛のまち」に向

けた体制づくりに努めてまいりますので、御

理解を賜りますようお願いを申し上げ、榊原

議員の一般質問に対する答弁とさせていただ

きます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

４番。

○４番（榊原深雪君） 計画ではおおむねひ

とり暮らしの高齢者世帯とありましたが、町

のホームページですね、高齢者福祉サービス

の中で緊急通報装置設置の対象者として、お

おむね６５歳以上の高齢者世帯となっており

ました。これはどちらが正しいのか。正しい

というのか、どちらも有効なのか。おのずと

人数が変わってくると思うのですね。どちら

かお答えしてください。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） お答えいたしま

す。

正しい要綱といたしましては、ただいまの

町長からの答弁で申し上げました町内に居住

するおおむね６５歳以上の者ということで定

めているところです。ただ、その状況により

ましては、その他町長が特に必要と認めた者

というところに該当するので、そこはもしか

したらうたってないことがあるかもしれませ

ん。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） ホームページのほう

はひとり暮らしという文言が抜けているので

すね。柔軟に対応されるというのであれば、

それでよろしいのですけれども、どちらかに

統一しないとちょっと混乱を招くのではない

かと私は思うのですね。そして、このおおむ

ね６５歳と、ここで使われるおおむねという

のは６５歳の何カ月ぐらい前のことを指され

ているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） お答えいたしま

す。

おおむね６５歳以上と書いてありますが、

６５歳以上に限らず、その方の状態によって

介護だとか見守りが必要な状態の方には、障

害の方という方もいらっしゃいますので、そ

れに合わせて対応させていただいているとこ

ろです。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 今年度の予算を見ま

すと、安全センターにレンタルということで

１００台と、１台３,２３９円、それの１年

分と消費税を計算されてまして４２７万５,

４８０円が計上されております。昨年のを見

ますと、５０８万４,０００円となっており

ました。この１００万円ほどの差額はどうい

うことか、説明お願いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。
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○福祉課長（保多紀江君） お答えいたしま

す。

予算の差なのですけれども、もともとはも

う少し設置を希望される方がいた場合は柔軟

に対応といいますか、設置したいなと思いま

して、少し予算を多目に見ていたところある

のですけれども、現実的に今実際にマックス

つけている台数が１００台ぐらいということ

で、今現在は８８台になっているのですよ

ね。それで、現状にあわせて１００台ぐらい

ということで予算を措置をさせていただきま

して、今後ふえた場合については補正予算で

お願いするようなことがあるかもしれませ

ん。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） これはレンタルとい

うことで、設置される方の費用というのはど

んなときにかかるのでしょうか。お伺いしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） 設置される方の

負担していただく費用といたしましては、電

話代金ですね、電話料金。それと、設置に関

する費用については御本人に負担をしていた

だくことはないのですけれども、ただ何か御

本人、利用者の瑕疵といいますか、例えば壊

してしまったとか、そういう場合につきまし

ては御本人に修理代とかを負担していただく

ことがございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） わかりました。

設置される方の、こういうふうに緊急に通

報があった場合、駆けつけなければならない

ところの最初の契約のときに、鍵とかはどう

されるのですか。

設置者のところへ緊急に駆けつけなければ

ならないですよね。そのときに契約のときに

鍵とか預けたりするのですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） まず御本人のと

ころに行っていろいろな説明はさせていただ

くのですけれども、鍵のほうは個人の住宅と

いうこともございまして、そちらのほうはお

預かりしておりません。基本的には御本人が

あけるとかということは想定しているのです

けれども、もし御本人があけるようなことが

できない場合には、消防なりに駆けつけてい

ただいたときに、鍵を壊して自宅のほうに入

らせていただくということを御説明申し上げ

て、御本人の了承をいただくという形になっ

ております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 契約者との鍵は預

かってないというお話でしたけれども、ほか

の市町村ちょっと調べてみたのですけれど

も、やはり鍵を預けるということが多く見ら

れました。そういうこともありますけれど

も、そこそこの町の考え方というのがあるか

らそれはよろしいのですけれども、鍵がない

ことによって、先ほど件数とかいろいろお伺

いしましたけれども、緊急に駆けつけた場

合、不都合はありませんでしたか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ここ数年の話を

考えますと、鍵を預かってないことによって

不都合がというのは、鍵を壊して窓を割って

入ったということがここ数年で１件あるだけ

で、それ以外についてはそういうようなこと

はありませんでした。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） どちらがいいという

のは私は判断しかねますけれども、私公営住

宅のことでも聞いたことがあるのですね。鍵

がなくて、何かあったとき、緊急の場合、ど

うするのですかと聞いたときに、窓壊して入

ることなんて一切ありませんでしたというお

答えだったのです、決算のときお伺いしまし

たらね。今の緊急通報のときはあるというこ

とですね。件数も少ないですけれども、どな

たが緊急に通報されるかわからないという状
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況の中で、全ての方の鍵をまた預かるという

のも、これもちょっと不都合なこともたくさ

んあるかなと思うので、それはどうかなとは

思いますけれども、こういう緊急、多くの予

算四百何十万の予算を活用していただくに

は、やはりもう少し多くの方が申請していた

だいて、活用していただければ本当はいいな

と思っております。

そして今回コロナの、こういう高齢者の方

がやっぱり感染症などにもかかりやすい状況

にありますので、やはりこういったことがあ

ると安心だなということがあるのですね。私

たちも高齢者の方が周りにたくさんいらっ

しゃいまして、このごろとみに元気な高齢者

の方が不安がられているということなのです

ね。自分が一人のとき、一人が多いから、こ

ういう災害のときどうしたらいいだろう、こ

ういう緊急の場合どうしたらいいだろうとい

うことで、こういう緊急通報装置システムを

知らないという方が多かったのですね。それ

でこの質問に至ったわけですけれども、やは

り防災無線と同様、知らないと、つけ方がわ

からない、どうしたらいいかわからないとい

う方が多いのですね。福祉計画なども見てま

すと、福祉課の方には本当に対応よくしても

らってありがたいというお声が多かったので

す、たくさんね。そういうところでは、すご

く私たちも一生懸命頑張っておられるのだな

と思って高く評価はしているところなのです

けれども、防災無線のことに関して。

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩をい

たします。

午後 ２時４５分 休憩

午後 ２時４６分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

４番。

○４番（榊原深雪君） 防災無線とちょっと

目的が違いますけれども、防災無線のことも

そうだったのですね。高齢者の方は防災無線

つけてなくて、ひとり暮らしの方だったので

すけれども、例を出しますとね。そうした

ら、やはりよそのうちでつけているのだけれ

ども、自分はどういうふうに申し込んで、ど

ういうふうにあれしていいかわからないとい

うことだったものですから、別に元気な方な

のですけれども、歩いて役場まで行くほどの

元気もないというところで、私がかわりにも

らってきたことがあるのです。そのときに、

総務課の対応の方は電話受けた方が、これは

代理でも大丈夫ですかと言ったら、一旦電話

を置いてまた聞くのですね、その担当の方。

そしてまた印鑑か何か必要ですかと言った

ら、また置いて聞かれたのですね。その対応

にびっくりしたのですけれどもね。やはり総

務課の方であれば、全員が周知してなければ

ならないことをされてなかった。ではこれは

５７％の設置率というのは当然のことかなと

思ったのですね。そして、この設置率の低さ

というのが、当初は玄関で受付されてました

よね、防災無線はね。でももう一定時期過ぎ

たらもう引き上げてしまって、きっととりに

くる方のみあれされたのでしょうけれども

ね。今こういう、税金の申告時期ですね。そ

ういうときとか、やっぱりおのずとつけられ

ましたかと声かけしてもいいのではないかな

と私は思うのですね。そういうことと一緒

で、申し込んだ方は１００％つけてますと今

の防災、こちらのほうの緊急通報システムは

申し込んだ方は１００％つけてますという答

弁でしたけれどもね。申し込んでない方のこ

とは民生委員の方とかお聞きしながらという

ことでしたけれども、やはりこちらから、

ちょっとマスクしてるものですから息苦しく

てちょっとあれなのですけれども、行政の方

からもっと積極的に、必要とあればこういう

のがあるのですけれども、生活に不安があれ

ばこういうのがあるから活用してくださいと

いうふうな声がけというのが、もっともっと

必要でないかなと私は思うのですけれども、

そのことについていかがでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） そういう対象と

なるような方がそういう制度を知らないとい
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うのであれば、ちょっとこれからもっと周知

をしていかなければいけないのかなというふ

うには思いますが、１年に１回は必ず高齢者

サービスとか、そういうものを自治会回覧等

で配布するなどをしてお知らせしていること

と、老人クラブ等でもお話はさせていただい

ているのですけれども、そういう点では周知

をしていこうかなというふうに思っておりま

す。

また、積極的にお声かけをするといって

も、先ほど言ったように、民生委員さんな

ど、また御近所の方、ケアマネジャーさんか

らこの方につけてはどうだというような情報

もいただきますけれども、御本人が、例えば

月に１回機械がきちんと働いているかどうか

ということでお伺い電話というので、安全セ

ンターさんのほうから電話が行くのですが、

そういうのが煩わしいとか、あと自分の家が

家電がないという方もいらっしゃるとか、い

ろいろな事情でせっかく情報をいただいた場

合でもつけられない方もいまして、そういう

意味では希望される方につけるのが一番いい

のかなというふうには思っておりますが、希

望をされる以前にそういうシステムがあるこ

とを知っていただくようなことが必要なのか

なというふうには思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 先ほどの防災無線の

こともそうなのですけれども、私たちが予算

を通したこともありますし、要望も議員のほ

うからも多くあったと思いますので、その点

では自分も責任感じているところなのですけ

れども、何せ防災無線こそ設置率が多くなけ

れば、５７％という数字を見てがっかりして

いたのですけれども、もっと上げるには方法

があると思うのですね。質は全然違いますけ

れども、これはやはりもうちょっと周りの方

の気配り、目配りが大変だなと思っていると

ころです。

そして、札幌のほうからどうですかとかと

声がけが、このサービスの中にあると思うの

ですね。月に１回程度、設置者に声かけると

いうことがあるとお聞きしておりますけれど

も、やはり全然知らない人からやっぱり嫌だ

という設置者の方からも声があったように、

やはり全然知らないこの会社の方から電話来

るよりはやはり足寄町の方から声がけがあっ

たほうが一番うれしいわけですからね、やっ

ぱり登録されている方に福祉課のほうから、

もちろんされていると思いますよ、でももっ

ときめ細かく設置者の方にもっと声がけ、月

に１回どうですかとか、安否確認とか、相談

事がないですかとかぐらいのことはされてい

るかもしれませんけれども、していたら

ちょっとお答えいただきたいと思います。ど

うなふうにされているか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） 見守りが必要な

方につきましては、ケアマネジャーさんとか

そのような方もかかわっていただいて、御支

援はしていただいているのですけれども、そ

れ以外にはそういうような安心電話サービス

というようなボランティアの方に、女性ボラ

ンティアの方に電話を週１回かけていただい

て、見守りをしていただくというような仕組

みもございますし、それ以外の方については

福祉課のほうから、何というのでしょうか

ね、今支援が特別必要にない方につきまして

はお声かけをするようなことはしておりませ

んけれども、各老人クラブ等、そういう介護

予防教室などで確認をさせていただくという

か、その御本人の課題とかがあるような方に

ついては適宜対応するようにしているところ

です。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 予算の額は１００台

分で４２７万円ということで、安くはないで

すよね、金額、レンタル料としては。だから

それを活用、そのレンタル料をどのように活

用されるかということも含めまして、今後、

今現在新型コロナウイルスが全国的な広がり

を見せて不安な毎日ですけれども、行政執行



― 43 ―

方針にありました、安全・安心な住みよいま

ちづくりの推進のために、弱者や高齢者の不

安に配慮いただいた緊急通報装置設置システ

ムの円滑な導入と活用により、安心できる生

活をしていただくことを願いまして、最後に

町長から答弁いただきまして、質問を終わり

たいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 緊急通報システムで

ありますけれども、これは私が福祉係、もう

随分古い話ですけれども、福祉係にいたころ

からやっている事業でありまして、その当時

はＮＴＴだとかそういったところにお願いを

して、直接消防に連絡が行ったとかというよ

うな形でやっておりました。システム的には

ほとんど同じでありますけれども、別な会社

にお願いをしているところでありますけれど

も。やはり毎年毎年、毎年というか五、六年

ぐらいに１回機種が交換になったりだとかし

て、結構やはり高額なお金がかかる、そうい

うことでありました。そういったことから考

えると、今リースという形でやることによっ

て必要な人数がふえればその分リースで借り

たりだとか、そういう形で割と柔軟に必要な

台数がそろえられるだとか、そういったこと

が可能になってきたのではないかなというよ

うに思っているところであります。

やはり高齢者の方々が、そしてひとり暮ら

しの方が多くなってきている状況であります

から、こういうシステムがやはりあると非常

に安心して生活ができるということだという

ように思っております。ですので、なるべく

そういう心配のある方、それから今は心配は

なくてもこれから心配になってくるよという

方もいらっしゃると思いますけれども、そう

いう方たちが本当に必要になったときにすぐ

つけられるような、そういう形にできればと

いうように思っております。

いろいろな形で、声かけについてはいろい

ろな形で、このシステムだけに限らず、先ほ

ど女性ボランティアの方たちにもお願いした

りだとかというようなこともお話しさせてい

ただきましたし、それから民生委員さんです

とか、それからそういう方たちも含めて、そ

れから近所の方たちも含めて声をかけていた

だいて、それぞれ町の中でそういうひとり暮

らしで住んでいらっしゃる方たちが、自分が

一人だけだよということではなくて周りにも

人がいっぱいいるよという、そういうことを

感じられる、そういったまちづくりをしてい

かなければいけないかなというように思って

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

これにて、４番榊原深雪君の一般質問を終

えます。

次に、３番進藤晴子君。

（３番進藤晴子君 登壇）

○３番（進藤晴子君） 議長よりお許しをい

ただきましたので、一般質問通告書に従い質

問させていただきます。

件名、新型コロナウイルス感染症の対応に

ついて。

中国の武漢から発症したとされる新型コロ

ナウイルス感染症ですが、今のところ満足な

検査もできず、確立された治療方法もありま

せん。感染者の約８割は軽症者と報道されて

おりますが、日本を含めたアジア各国にとど

まらず、世界各国に拡大しています。

北海道では３月４日時点で８２人の感染者

がおり死者３名、十勝からも感染者が出てい

ます。

２月２６日には鈴木知事から、２７日以降

の小中学校の臨時休校の要請が出され、また

２８日には非常事態宣言が出され、オール北

海道で感染拡大をストップしようと熱いメッ

セージが流されました。不要不急の外出制限

がなされ、そこから来るさまざまな影響が出

てきており、道民は困惑しております。

我が町でも、医療機関でさえマスクや消毒

薬が入荷しない状態であり、スーパーではト

イレットペーパーが品薄。団体のキャンセル

が重なり、閉店の危機にある飲食店が既に出

てきております。訪日客の減少で和牛の肉相
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場安が加速し、子牛の価格が下がって困って

いるという町民もいます。

この混乱の中、行政の担う役割は大変大き

く重いと理解した上で、以下の５点について

伺います。

１、感染症対策リーフレットなどで住民周

知を図り、各種行事の延期や中止、小中高の

休校、不要不急の外出制限で感染拡大防止を

しておりますが、足寄町民の反応はどうか。

ＰＣＲ検査が３月６日から保険対象となり、

医療機関の受け入れ体制も変化する中、受診

の問い合わせ状況も含めて伺います。

２、２月２５日に新型コロナウイルス感染

症対策本部が設置されているが、足寄町で発

生した際の対応体制についてどう確認されて

いるか。

３、足寄町国保病院の新型コロナウイルス

感染症に対する医療体制の現状と今後の動向

は。十勝管内の受け入れ病院、ベッド数も含

めて伺う。

４、春休みまで臨時休校になった児童や生

徒の学習面、生活面、健康面への対応はどう

考えるか。

５、足寄町の商工業、農業に対する影響額

の試算、今後予測される額も含めてと対応

策。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の新型コロ

ナウイルス感染症の対応についての一般質問

にお答えいたします。

１点目の各種行事の延期や中止、小中高校

の休校、不要不急の外出制限に対する足寄町

民の反応と受診の問い合わせ状況についてで

すが、学校の臨時休業については、熊澤議員

の御質問にお答えしたとおりでありますが、

町民の皆様におきましても、国の新型コロナ

ウイルス感染症対策の基本方針や北海道の緊

急事態宣言を受け、急遽外出自粛要請等とな

りましたことから、多少の混乱はあったと思

われますが、感染症拡大防止という目的を御

理解いただき御協力を得ているものと判断し

ております。

また、感染予防の観点から、町主催事業等

を延期、中止等にしましたが、各団体主催等

の事業や会議、公共施設の利用などについて

も自粛により中止となるなど、感染予防につ

いて御理解をいただいたところと受けとめて

おります。

受診の問い合わせ状況については、新型コ

ロナウイルス感染症対応の問い合わせ窓口を

福祉課としているところですが、相談、問い

合わせ４件のうち、受診についての問い合わ

せは１件となっております。

２点目の足寄町で発生した際の対応体制に

ついての御質問ですが、足寄町民が感染した

と判明した場合には、北海道の指示または連

携のもと対応することとなっております。

足寄町の対策本部においては、足寄町新型

インフルエンザ等対策行動計画に準じて各課

所管事務に対応した役割分担を定めているた

め、それに従って必要な対応を行っていくこ

ととしております。

３点目の国保病院の医療体制等に関する御

質問ですが、現在、新型コロナウイルス感染

症が疑われる方については、保健所が設置す

る帰国者・接触者相談センターに本人が直接

連絡の上、感染症対策の整った専門外来で検

査や診療を行うこととなっており、国保病院

では検査や診療を行っておりません。

また、職員体制についてですが、学校の臨

時休業により一部の職員について休暇を余儀

なくされているものの、ほかの職員による協

力体制により、現状においては通常の診療に

支障を来すまでには至っておりません。

今後、地域において患者数が大幅に増加す

るなど状況が変化した場合の対応等につい

て、現在福祉課、国保病院及び町内医療機関

と協議を行っているところであります。

また、感染の蔓延状況により、緊急を要し

ない検査や健康診断等、業務の優先度に応じ

た心療体制の縮小等についても想定されます

が、その際には町の対策本部を初め、町内医

療機関と連携を図るとともに、防災行政無線
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等を通じて速やかに町民に周知したいと考え

ております。

次に、十勝管内の受け入れ病院についてで

すが、現在のところ、専門外来の設置医療機

関については非公表となっておりますことか

ら把握できておりません。また、ベッド数に

つきましては、帯広厚生病院に感染症専門病

床として６床が設置されており、今後地域に

おいて患者数が増加した場合に対応可能な病

床については、北海道において検討中である

とお聞きしております。

５点目の足寄町の商工業、農業に対する影

響額の試算と対応策についてですが、現在の

商工業の影響額について、３月２日時点で商

工会が主な事業所へ聞き取り調査を行ってお

りますが、新型コロナウイルス感染の終息の

兆しが見えない中、現在も売り上げ減少が続

いており、予想される影響額を試算すること

はできない状況であります。

商工業の対策についてですが、先ほど熊澤

議員に答弁させていただいた内容と同様であ

りますので、省略をさせていただきます。

農業に対する影響額についてですが、農産

物、畜産物、多岐にわたるため、どの程度の

影響があるのか、また終息がいつになるかわ

からないことから、影響額を算出することは

できませんが、小中学校の臨時休業により給

食で提供する牛乳の行き場がなくなっている

問題については、乳業工場などが加工向けに

切りかえるなどの対応を急いでいるところで

あり、国からは給食用に充てる生乳をやむを

得ず価格の安い加工用に回した場合に生じる

差額の一部を穴埋めする方針が示されており

ます。

また、乳牛、肉牛の市場価格も下がること

が懸念されており、肉用牛肥育経営安定交付

金制度や肉用子牛生産者補給金制度など一定

の条件以下に価格が下回った場合に、その差

額の９割から１０割が交付される制度等もあ

るところであります。

いずれにしましても、商工業、農業を含め

たコロナウイルス感染拡大により影響を受け

る全ての事業者の方々に対し、国や北海道の

支援策に関する情報提供を行うとともに、足

寄町としても関係団体と連携し、可能な支援

策の検討を進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りますようお願いを申し

上げ、進藤議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。

なお、４点目の教育関係に関する質問につ

きましては、教育委員会教育長から答弁をさ

せていただきます。

○議長（吉田敏男君） 次に、教育委員会教

育長、答弁。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育委

員会から、進藤議員の新型コロナウイルス感

染症の対応についての一般質問について答弁

させていただきます。

４点目の春休みまで臨時休校になった児童

や生徒の学習面、生活面、健康面への対応は

どう考えるかとの御質問ですが、学校が臨時

休業となった場合、児童生徒は自宅学習とな

ります。北海道知事からの要請により、２月

２７日から３月４日までの７日間臨時休業の

措置をとりました。この間の学習について

は、宿題を出す等のサポートをし、健康生活

面としては規則正しい生活を心がけ、起床時

と夕食時の体温を測定し、手洗い、うがいを

励行する等感染予防の指導をしました。

２月２８日には内閣総理大臣より、全国の

小中学校に対し春休みまで一律の臨時休業の

要請があり、本町は３月２４日まで臨時休業

としました。

臨時休業期間が長期にわたることから、各

学校より北海道教育委員会が作成したチャレ

ンジテストの送付や家庭のパソコン等を使用

しての学習ソフトｅライブラリの活用をお願

いしているところです。

また、３月９日より分散登校を実施し、登

校時に健康状態の確認や家庭での過ごし方に

ついて指導しています。分散登校しない児童

生徒に対しては、担任が宿題等を家庭に届け

る等の対応をします。

臨時休業期間中は、電話やまちｃｏｍｉ
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メール等を活用し、家庭と密に連絡をとり、

児童生徒の学習、健康、生活についてのサ

ポートに努めてまいりますので、御理解を賜

りますようお願い申し上げ、進藤議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

３番。

○３番（進藤晴子君） 午前中に熊澤議員の

ほうからいろいろと質問がありまして答弁し

ていただきましたので、ダブることは言わな

いように努めたいと思います。でもダブった

ら済みません。

１番目の質問に関して、まず住民の方がど

のように受けとめているかということが一番

やっぱり不安なのかなというふうに思いま

す。町民の方とお話をしていましても、いろ

いろなこういう形で受診するのだよという図

式を見ても、高齢の方はやはりよくわからな

いと。例えば自分は７５歳だけれども、もし

熱が７度５分以上２日間出ました、でも持病

を持ってないから、もうちょっと我慢してと

いうふうに自分なりにやっぱりシミュレー

ションをしている方が結構いらっしゃるので

すけれども、それでもよくわからないと。高

齢者でひとり暮らしなのだけれども、ではど

うやって、ではあそこの病院に行きなさい

と、帯広の病院どこかに指示されるのだろう

けれどもどうやって行くの、救急車乗っけて

いってくれるの、というような対応が返って

くるのがたびたびでございます。その都度、

お話はしているのですけれども、やはりそこ

が一番不安なのかな、町民にとってはと思い

ます。なので、その辺の周知をやはり適切に

していく必要があるだろうと思うのです。行

政のほうから、いろいろな毎日防災無線、せ

きエチケット、今やるべきこと、そしてどこ

に連絡をするというようなものも張り出して

おりますし、自分が見ればわかるのですけれ

ども、その辺のことをもう少し、これから先

のことになりますと、タイムリーな情報提供

ができないとやはりいけないのかなと思うの

です。例えばこれから感染者が、足寄には今

出ておりませんけれども、出た場合、どのよ

うに周知していくのか。その都度その都度

やっぱり防災無線で流す内容も変えていく必

要があるのかなというふうに思うのですね。

防災無線のことにちょっと触れますが、今

普及率は５７％というふうに聞いておりま

す。まず持ってない家庭、あと自治会に入っ

ていない家庭、新聞もとっていない方、やは

りいると思います。その辺の周知を今どうさ

れているのか。今後どうするのか。それとあ

と若い方や、私たちぐらいの世代ですとス

マートフォン持っておりますので、毎日嫌と

いうようなテレビの情報が入ってきますし、

スマートフォンにもすぐ情報は入ってきま

す。いろいろな情報が入ってくるので情報過

多になって、本当にそれが正しい情報で、足

寄町にとっての正しい情報なのかというとこ

ろが伝わりにくいような場面にこれから入っ

てくると思いますので、防災無線だけでなく

どのようにこれから住民に周知して、不安の

軽減を図っていくのかということをお聞かせ

願いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

情報ですね、やはり常に新しい情報、新し

い情報ということで流していかなければなら

ないというように考えています。

それから対応についても、いろいろと状況

変われば状況変わったなりの対応というのが

必要になってきますので、そのあたりは臨機

応変に対応していかなければならないという

ように考えています。

情報でありますけれども、基本はいろいろ

な形で情報を流して、そのうちのどれかに

ヒットというか、が見れてもらえれば、それ

からその情報に触れてもらえればということ

なのかなというように思っています。

基本的にはやはり先ほど言いましたよう

に、防災無線であったり、それから自治会回

覧であったり、広報誌であったりというよう

なものがやはり基本になるのかなというよう



― 47 ―

に思います。あと、そのほかに新聞だとかテ

レビ、そういったものをやはり見ていただく

というようなことになるのかなと思っており

ます。

防災無線については、先ほどお話もありま

したけれども、家にいない方もいらっしゃい

ますが、基本的に市街地であれば屋外の子局

もなっております。そういった意味で、昔か

ら比べると、屋外の防災無線も非常に聞きや

すくなっている。聞き取りやすくなったとい

うことにもなっておりますので、今持ってな

い方でちょっと不安だなという方がもしもい

らっしゃったら、役場のほうにとりに来てい

ただくような形になるわけでありますけれど

も、もしもそういう方々の近くにいらっ

しゃったら、やはり皆さんの中で、役場に

行ったらもらえるよというようなことでお知

らせをしていただきたいなというように思っ

ております。そういう話はいろいろなところ

で僕もさせていただいてまして、防災無線も

しも持っていなかったら役場にということで

お話をさせていただいております。

そういうことで、いろいろな情報を重ねて

お送りする、その中でどれかに見てもらう、

触れてもらう、そういったことがやはり基本

なのかなと。防災の関係もそうなのですけれ

ども、防災の情報もそういうことで、いろい

ろな形で出していって、その中でどれかに当

たるというような、どれかを見てもらうとい

う形になるのかなというように思ってますの

で、これからもなるべく新しい情報をなるべ

く頻繁にいろいろな形で出していくというこ

とで考えていきたいというように考えており

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） いろいろな新しい情

報を積み重ねていろいろな形で届けていくと

いうことだというふうに受けとめました。

戸別配布はできないかなというふうに、ど

こかでまたそういう意見はいろいろ出ている

と思うのですけれども、持ってない方はわか

るわけですので、例えば戸別配布はできない

か。あとは防災無線で流す内容も特に規定が

ないのであれば、防災無線持ってない人はと

りにくるようにとか、そういうことも流して

いいと思うし、あとは商工業のことはもう私

触れませんけれども、チラシを出しました

ね、新聞とかいろいろチラシ出してテイクア

ウトとかやり始めたよというようなことも、

この防災無線で流してもいいのかなというふ

うに思うのですね。防災無線の内容の規定は

ありますか。それちょっとお伺いしたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 一般的に防災無線と

言っておりますけれども、防災行政無線とい

うことで、防災の情報に限らず行政にかかわ

る情報、役場からいろいろと発信する情報、

そういったものについては町民のためになる

ことであれば、それはきっともって問題ない

というように考えております。

防災無線も一応朝８時とそれから６時半の

定例で、定期で流す。それから、あと随時必

要なときがもしもあれば随時流すということ

もできますので、そのあたりは柔軟に対応が

できるかなというように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 柔軟に対応していた

だけるということでしたので、よろしくお願

いいたします。

それでは２点目、今先ほども言いましたけ

れども、患者さんが不安になっている交通手

段がない町民の方、例えば国保病院に、国保

ではない、保健所のほうに連絡をとって、こ

うこうこうなのだけれども、では来てくださ

いといったときに、その人がさほど重症者で

なかったと。軽症者と重症者に分けて、交通

手段がない町民に対しての支援がどの程度で

きるのかということをお聞きしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいたし
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ます。

消防の体制として御説明させていただいて

よろしいでしょうか。

現在消防署のほうでの対応ですが、総務省

消防庁から出ております、新型コロナウイル

ス感染症に係る消防機関の対応についてとい

うことで今実施しているところなのですが、

隊員の安全また確実に業務を行えるように、

広域消防局と保健所とで協議した新型コロナ

ウイルス感染症疑い対応フローチャートに基

づきまして出動しております。

まず通報は保健所から消防に通報が来る場

合と、直接通報者が消防にかけてくる場合、

この多分二通りが想定されるかと思います。

通報者が、保健所から消防へ通報来た場合、

保健所から直接消防ですね、その場合は消防

のほうで救急車出ます。保健所からもう指示

されますので、消防は救急車で出ます。通報

者が直接消防にかけていただいた場合、その

場合はまず国が示す要件ですね、発熱、呼吸

器症状、感染症の確定者かどうか、また濃厚

接触歴があるかどうか、あと３７.５度以上

の発熱があり渡航歴があるかどうか、その辺

を確認をとって、もしその該当者である場合

は保健所に対応を委ねます。保健所がそこで

対応を協議して保健所指定医療機関まで救急

車で搬送するか、もしくは自分で受診される

か、または保健所の保健所対応で車で移動す

るか、この３つになるのです。ですので、こ

のときも保健所から連絡が来たら消防では出

動します。ただし、これ以外で消防局で

ちょっと示しているものもあるのですよね。

消防局で示しているのが、追加要件としまし

て、３７.５度以上、あと呼吸器症状、それ

と倦怠感を訴える者がいた場合、この場合に

ついては感染予防対策をしまして、消防が選

定した医療機関に運びます。ですので、足寄

であれば町立病院に運ぶ形になるかと思いま

す。

いずれにしましても、通報が来たら搬送依

頼が来た場合は、必要な感染予防策、感染防

止手袋、ゴーグル、Ｎ９５のマスクをつけて

搬送する形になろうかと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） わかりました。

では、軽症者、重症者ということではなく

保健所の指示で救急隊は動くというふうに捉

えてよろしいですか。

○議長（吉田敏男君） 消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） そのとおりで

ございます。

いずれにしましても通報が入れば出動はい

たします。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。

ぜひそのフローチャートを今度私にも１枚

欲しいと思います。それがあればやはり町民

も大変安心になるのではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。ぜひ町民のほうに

も、もし出せるものであれば情報として出し

ていただきたいなというふうに思います。

では、３番のほうに移りたいと思います。

国保病院のこと、体制ですけれども、９日

の日に医療関係者と３病院、３つの医療施設

と福祉課といろいろとお話を、初めてのお話

をさせていただいたわけですけれども、そこ

でもお話はありましたが、まず発熱外来とい

うものを開く場合は場所の検討ができている

のか、そして開くのはどのタイミングで開く

のか教えていただきたいと思います。

そして、担当するのは医師や看護師、ほか

のスタッフは国保病院が担当するのか、以上

３点を教えてください。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの進藤

議員の質問にお答えします。

まずどの時点で開設するかということです

けれども、まず発熱外来という通常の部分で

すと、多分先ほど言ったように保健所のほう

に相談をしてやっていくのかなと思いますけ

れども、今後本当に蔓延をして保健所のほう

で対応がし切れない、特定医療機関でできな
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いような場合に各医療機関で、例えば公立の

病院ですとか、そういうところで開設をして

ほしいというようなことになれば、お受けで

きる場合については開設を、町が開設をする

ことになるのかなというふうには思います

が、その場合には国保病院と協議の上、十分

協議の上、開設していくことになるのかなと

いうふうに思います。

また、発熱外来を始める場合に、設置する

場合に、ほかの感染疑いのない普通の疾患の

ある方と接触を避けるためには、現在の国保

病院の中での開設は難しいというふうに考え

ておりまして、以前新型インフルエンザ対策

のときには旧東小学校ですとか、町民セン

ターですとか、そういう広い場所ですとか、

人数にもよりますけれども、病院ではない場

所での開設を検討をしておりました。現在も

公共施設などを利用した場所を検討しており

ますけれども、今現在の特定病院が公表して

ないということもございまして、今現在場所

をここですというふうにはちょっとお伝えし

たら、ちょっと後で混乱しても困るのです

が、今のところ場所を２カ所ぐらい選定をし

て、どのような動線にするかとか、そういう

ことは検討しているところです。

また、次にスタッフの話ですけれども、国

保病院を中心に開設することになるかと思い

ますけれども、患者さんの数とかそういう状

況によりましては、時間を区切ってとか、そ

ういうような診療になるのかなというふうに

は想定はしておりますけれども、国保病院の

医師とあと看護師が中心になるとは思います

が、そこだけで対応できない場合につきまし

ては、町内の医療機関のほうに御協力をいた

だくということがあるかなというふうには

思ってますけれども、その場合には十分協議

をさせていただいて御協力を願うという形に

していきたいと思います。

また、そうなる前にいろいろ情報も提供さ

せていただいて、情報共有していきたいと

思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 国保病院の対応はわ

かりました。

発熱外来を開くのが保健所の指示は必ず必

要なのでしょうか。私も知らなかったもの

で、指示は必要なのですね。

○議長（吉田敏男君） 病院事務長、答弁。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

お答えいたします。

現在の状況では、道のほうから要請がござ

いまして、その要請に基づいて今発熱外来と

いう専門外来を設置していると、現状はそう

いう状況になってます。ただ今後、それがど

ういうふうになるかというのは、また今後の

状況によってまた変わるものと考えておりま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

した。理解できました。

では次の質問に行きたいと思います。

４番の学校関係なのですけれども、まず２

点伺います。

９月から開始しています分散、９月ではな

いですね、９日からですね。９日から開始し

ています分散登校ですが、きのう校長会が

あったと先ほどお話がありましたので、登校

状況のほうはいかがでしょうか。どのぐらい

の子供たちが来ましたか。

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをいたし

ます。

まず足寄小学校ですけれども、３月１０日

に実施をしまして対象学年は５、６年生とい

うことで、８８人中７名が欠席ということで

８１人が出席しております。そして、足寄中

学校のほうに入りますけれども、足寄中学校

のほうはとりあえず３月９日月曜日と火曜

日、学年を分けております。９日の日は３年

生で、５２人中８人が欠席ということで４４

名の出席です。１０日は２年生ということ

で、５２人中７名が欠席となりますので４５
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名が出席ということになります。そしてあと

大誉地小学校、芽登小学校、螺湾小学校はと

もに分散登校の実施日を統一しておりますの

で、最初は３月９日に全学年で行いました。

大誉地小学校のほうですけれども１３人に対

して１名が欠席、芽登小学校は２１人に対し

て３名が欠席、螺湾小学校については９名に

対して３名が欠席という登校の状況でござい

ます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。

思ったよりも皆さん登校されて、多分元気

に子供たち来たのではないかなと、先生方も

安心したのではないかなというふうに思いま

す。

もう一つお伺いします。

今３月で先生方も異動の時期でございます

し、子供たちも転校、転入の時期に入るかと

思います。ぎりぎりまでわからない子供たち

もいますが、こういう生徒たちに対して、先

ほど教育長のほうから１単元ぐらいは未履修

になるでしょうというお話でしたけれども、

その辺のフォロー体制は今後どうされていく

かお伺いしたいと思います、学業面で。

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

します。

先ほどもちょっとはしりのほう述べさせて

いただいたのですけれども、これ御案内のよ

うに義務教育ですから、小学校１年生から中

学校３年生までは履修内容について決められ

てます。決められてるので、それをやらない

ということはできないのですね、９カ年間の

中で、基本的にはですね。それで今回のよう

なこういう想定外の場合が出てきましたか

ら、したがってこの３月中にできないので、

これは４月の新たな中で、新たな学年の中で

前の学年の内容を履修すると、これは全国一

律にそうなると思います。時数については最

低時数、時間というのは小学校も中学校も、

例えば小学校だったら９８０時間と決められ

ているのですけれども、これについては簡単

に言うと文科省のほうで不問に付すと、問題

にしないと、そういう文科省のほうからの指

示もありますし、いずれにせよ、どこかの学

年でその単元が抜けていることはずっとこれ

響きますからね。学習というのは基本的に積

み上げですから。したがってそういうことが

ないように各学校とも、校長、教頭も含め

て、細心の注意を払っていますし、教育委員

会もその辺を指示、指導をしていきたいと、

そういうふうに思っています。

とりわけ先ほどもちょっと申し上げました

けれども、足寄町内についてはどこの部分が

未履修になっているのかを、これを全それぞ

れの小中学校で各先生方が共有すると。必要

に応じて家庭にもその情報発信をすると、そ

ういうふうにもなっておりますので、その辺

も含めましてよろしくお願いをしたいなと

思っております。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 先生方がどの生徒が

未履修なのか、しっかり情報をみんなで共有

していくというふうにお伺いしまして安心い

たしました。よろしくお願いいたします。

そして、さまざまな影響が今後出てくると

思います。どこまで長期化するかというとこ

ろは誰もわからないもので、私は学業の面で

は目に見えるものでありますので、いろいろ

な対応で賄えるかと思いますが、給食の問

題、一日１食の栄養バランスのとれた給食と

いうのは、特に家庭環境に問題のあるお子

様、また問題がなくても低学年で食の細い子

であるとか、朝御飯がなかなか食べれない、

夕飯も少ししか食べれないという子に関して

は大変大事なものだと思っています。食の太

い子は多少大丈夫なのですけれども。そうい

うことで今後長引かなければいいなというふ

うに思っております。

そしてもう一つ、日本全国レベルで児童虐

待ということを考えますと、登校することで

救えている命も多いと思います。今問題に
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なっているいろいろな事件のことがテレビ

で、裁判のことが起きておりますけれども、

学校に出てくるということはある程度防げる

と思うのですよね。足寄町でそういう対象に

なるお子さんがいるかどうか、またちょっと

経過を見なければいけないなというお子さん

がいるかどうか、その辺の情報を把握してい

るかどうか、ちょっとお伺いします。

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。

○教育次長（沼田 聡君） ただいまの御質

問でございますけれども、こちらのほうで小

中学校の校長先生、教頭先生も含めてそのよ

うな状況について確認したところでは、現段

階においてはそういう児童生徒はいません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。わかりました。安心いたしました。

子供の発信するわずかなＳＯＳをキャッチ

できないがための事件がかなり起きておりま

す。私たちも今できる対策を十分検討してい

ただいて、教育委員会の方も頑張っていただ

きたいと思います。そして、先ほど教育長が

おっしゃってました学習面での勉強というの

は自学、自分で自己学習が必要だと。私も本

当にそう思います。私は世代は戦後生まれで

すが、昔々にはやはり戦時中に勉強したくて

もできなかった、あと大学に行っても大学の

紛争で大学閉鎖されて勉強できなかった、そ

ういう時代もやはり多々ありました。今の子

供たちはそういうことは知らないです。受け

るだけの勉強になっているというのは、自分

の息子も通して思います。なので、今回のや

はり新型コロナ感染症の臨時休校を親も子供

もどう捉えるかだと思うのですね。よいほう

に捉えてやはり子供の学習を先生にだけ押し

つけるのではなく、自分がしっかり見ると。

子供も自分で勉強するのだと、そういうこと

を勉強していただけるよい機会になればなと

切に願います。

最後の質問になります。

日々情勢が変化して感染の拡大長期化も考

えられています。ＷＨＯの事務局長がパンデ

ミックの危機が現実味を増していると訴えて

いますが、パンデミックとは言っておりませ

ん。また、この新型コロナ感染症が終息して

も、また何年か後には新しいウイルスなどに

より同じような状態にならないとは言えない

わけであります。

そういった状況で、先ほども言いました

が、３月９日に足寄町の３医療機関関係者と

福祉課での会議の中で一つ質問というか意見

が出たことをちょっと聞きたいと思います。

医療従事者が町から、先ほども言われまし

たが、国保病院が対応できないとき患者さん

がどんどん多く出たときに、民間も官民一緒

になって足寄町一帯で頑張っていこうよとい

うところはもちろんわかるし、はせ参じる気

持ちは皆さん一緒だと思うのですね、３院。

ですが、要請されたときの保障の問題です。

簡単に言いますと、熱外来を開いたとしま

す。熱外来を開くと国保病院の３人の先生で

はとても賄いきれない、もわかります。なの

でほかの病院、うちも診療所からも行きたい

のですが、その身分保障というものを考えて

いかないと自分の病院もあり、抱えているス

タッフもあり、上に老健の患者さんもいらっ

しゃる。その辺のことを少し整理していく機

会になればなというふうに思っています。

会議が終わるときに、何事もなければそれ

でいいんだけどねと帰ったのですが、それは

ちょっと余りにもよろしくないなと後で私は

反省しております。

うちに帰ってからいろいろ足寄町の防災計

画であるとか、足寄町国民保護計画、分厚い

冊子をちょっとさっと読みました。足寄町国

民保護計画というのは有事における足寄町の

責務等が具体的に書いてあるものです。それ

は国が示しているのですが、その中にＮＢＣ

攻撃、核兵器や生物兵器、化学兵器のそれに

ついても書いてありました。その中の一つ

で、町、十勝広域消防局は国民保護措置の実

施について要請し、その要請を受けて協力を

した者がそのために死亡し負傷し、もしくは
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疾病にかかり、または障害の状態になったと

きは、国民保護施行令に定める手続等に従い

損害補償を行うと、保障のことが一文ですが

書いてありました。

で、質問なのですが、この保護計画という

のは、私は今回の新型コロナに関してはパン

デミックも災害ではないか、有事ではない

か、内容によっては、そういうふうに思う、

個人的には思うわけです。この法令が使える

のかどうかというのをちょっとお伺いしたく

思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 十分なちょっと

お答えにならないかもしれないですけれど

も、今現在もし対応できるとしたらという部

分でいきますと、足寄町の臨時医師さんみた

いな感じでお願いをするという形であれば、

非常勤の地方公務員ということで、もしくは

特別職のような形で公務災害補償というのが

ございます。ただそこでは御本人の部分のは

保障できるかもしれませんが給与補償までは

対応しているかどうかはちょっとわからない

のと、あとはもしかしたら民間の病院の医師

とかをお願いした場合に保険とかがあるので

はないかというような話もございまして、先

ほど今すぐではないけれどもと、だけれども

今後に向けて本当に調べておかなければいけ

ないなということで、お願いする場合には、

協力をお願いする場合につきましては本当に

十分な、何でしょうかね、そういうような対

応を考えてお願いしなければいけないなとい

うふうには思っておりますので、これから

ちょっと調査をしていきたいなというふうに

思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。ぜひそうしていただきたいと思います。

やはり何かあったときには町民が皆さん、

医療関係者だけではないですね。事務関係

者、皆さん、町民の皆さんが一緒になってや

らないとやっぱり乗り切れないわけです。そ

の中でやっぱり体制をつくっていくというこ

とはやっぱり行政の責任だと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

１１年前、もう１１年もたったかと思いま

す。新型インフルエンザ、これはパンデミッ

クというふうに言われまして、ですがワクチ

ンもでき、そしてインフルエンザの薬で大丈

夫ということで、大変な感染者ではありまし

たが事なきを得たわけですが、その後９年前

には東日本大震災、くしくもきょうは震災が

起こった日であります。その経験を生かすべ

くやっぱり新型コロナ感染が終息した際に、

足寄町レベルでの感染症防災計画、パンデ

ミック計画に着手することを要請し、私の一

般質問を終わります。

ありがとうございます。

○議長（吉田敏男君） これにて、３番進藤

晴子君の一般質問を終えます。

◎ 散会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本日は、これで散会したいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、本日はこれで散会することに決定

をいたしました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 本日は、これで散会

をいたします。

次回の会議は、３月１２日午前１０時より

開会をいたします。

大変御苦労さまでございます。

午後 ３時４３分 散会
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